
【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年９月26日

【事業年度】 第３期(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

【会社名】 株式会社リファインバースグループ

【英訳名】 REFINVERSE Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　越智　晶

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町二丁目２番１号

【電話番号】 03-6281-4879

【事務連絡者氏名】 経理財務部長　　蓮池　智嗣

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町二丁目２番１号

【電話番号】 03-6281-4879

【事務連絡者氏名】 経理財務部長　　蓮池　智嗣

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

 

EDINET提出書類

株式会社リファインバースグループ(E36478)

有価証券報告書

  1/119



第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第１期 第２期 第３期

決算年月 2022年６月 2023年６月 2024年６月

売上高 (千円) 3,732,902 4,472,006 3,852,638

経常利益 (千円) 212,892 176,947 6,569

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失(△)

(千円) 182,848 △504,840 4,928

包括利益 (千円) 182,848 △504,840 4,928

純資産額 (千円) 570,058 99,702 130,209

総資産額 (千円) 3,252,562 3,783,063 3,365,918

１株当たり純資産額 (円) 164.70 16.54 19.57

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 55.30 △151.81 1.47

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 54.37 － －

自己資本比率 (％) 16.8 1.5 1.9

自己資本利益率 (％) 33.5 － 8.2

株価収益率 (倍) 22.78 － 523.81

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 476,461 530,961 175,415

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △92,772 △317,699 △136,557

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 40,336 △266,263 △399,857

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 912,518 859,517 498,518

従業員数
(人)

165 192 201
(外、平均臨時雇用者数) (25) (27) (27)

 

(注) １．第１期の連結財務諸表は、単独株式移転の方法により完全子会社となったリファインバース株式会社の連結

財務諸表を引き継いで作成しております。

２．第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため、記載しておりません。第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

３．第２期の自己資本利益率及び株価収益率については、当社株式は上場株式ではあるものの当期純損失である

ため、記載しておりません。

４．従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員の年間平均人員を(　)内にて外数で記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第１期 第２期 第３期

決算年月 2022年６月 2023年６月 2024年６月

営業収入 (千円) 311,807 479,894 400,567

経常利益又は経常損失(△) (千円) △98,030 7,915 464,131

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) △97,545 △571,523 464,573

資本金 (千円) 152,875 160,196 162,885

発行済株式総数 (株) 3,312,821 3,338,221 3,348,421

純資産額 (千円) 107,264 △429,773 60,378

総資産額 (千円) 1,121,463 565,176 630,680

１株当たり純資産額 (円) 25.01 △142.07 △1.29

１株当たり配当額
(円)

－ － －
(うち１株当たり中間配当額) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) △29.50 △171.86 139.00

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 7.4 △83.9 △0.7

自己資本利益率 (％) － － －

株価収益率 (倍) － － 5.54

配当性向 (％) － － －

従業員数
(人)

23 24 29
(外、平均臨時雇用者数) (－) (0) (－)

株主総利回り (％) 74.3 108.5 45.4
(比較指標：
東証グロース市場250指数)

(％) (74.0) (91.2) (73.9)

最高株価 (円) 2,259 2,454 2,035

最低株価 (円) 946 1,346 624
 

(注) １．第１期及び第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．第１期及び第２期の自己資本利益率及び株価収益率については、当社株式は上場株式ではあるものの当期純

損失であるため、記載しておりません。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員の年間平均人員を(　)内にて外数で記載しております。

４．2021年７月２日に東京証券取引所マザーズ市場(現グロース市場)に上場したため、第１期以降の株主総利回

りは2021年７月２日の株価を基準として算定しております。

５．株主総利回りの比較指標は、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、「東証マザーズ指数」から「東証グ

ロース市場250指数」へ変更いたしました。

６．最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年

４月４日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
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２ 【沿革】

当社グループとしての祖業は現子会社である株式会社ジーエムエスの1983年７月の設立であり、現在の樹脂再生技

術は2001年12月に確立し、2003年12月から産業廃棄物由来の再生樹脂の製造販売を本格的に事業化しております。

そのため以下では、グループの祖業から現在に至るまでの企業集団としての沿革を記載しております。

 

年月 事項

1983年７月 有限会社御美商(現連結子会社　株式会社ジーエムエス)を東京都葛飾区に設立

1993年７月 有限会社御美商が株式会社御美商に改組

2000年３月 株式会社御美商が東京都葛飾区に中間処理施設(リファイン３)を設置

2001年11月 廃棄カーペットタイルをリサイクルするための実証プラント(リファイン２)を東京都葛飾区に設置

2001年12月 現在の樹脂再生技術を確立

2002年３月 株式会社御美商が東京都葛飾区に中間処理施設(リファイン１)を設置

2002年５月 創業期のベンチャー企業経営支援を行っている株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツに対

して第三者割当増資を実施。カーペットタイルリサイクルの実証プラントを設置し実証試験を開始

2003年12月 再生樹脂の製造販売事業を本格化させることを目的として、株式会社御美商、内装解体業を行う株

式会社ベスト及び産業廃棄物処理装置の製造販売を行うライザエンジニアリング株式会社の３社が

株式移転により共同で事業持株会社リファインバース株式会社を設立

2004年６月 リサイクル事業の拡充及びグループ本社機能の強化を目的として、東京都中央区に本社事務所を移

転

2005年７月 株式会社御美商と株式会社ベストは産業廃棄物処理事業の強化を目的に、株式会社御美商を存続会

社として吸収合併

2005年８月 千葉工場が千葉県エコタウンプランの施設として環境省より承認を受ける。

2005年12月 株式会社御美商が東京都大田区に中間処理施設(ＴＡＣＳ３)を設置

2006年１月 ライザエンジニアリング株式会社の全株式を外部に譲渡し非子会社化

2006年６月 千葉県より産業廃棄物処分業許可を取得(許可番号：01220128419号　切削による中間処理)

2006年７月 千葉県八千代市において、再生樹脂製造工場の本格稼働開始

2006年９月 リファインバース株式会社による再生樹脂製造を補完し、カーペットタイルの再資源化を強化する

目的としてインバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス)を設立し、リファインバース

株式会社千葉工場内での事業開始

2009年２月 使用済みカーペットタイルの再資源化システムを確立するために森ビル株式会社と協業開始

2011年６月 住江織物株式会社及び株式会社スミノエが、当社及び住友商事株式会社の４社で共同開発したリサ

イクルカーペットタイル「ＥＣＯＳ(エコス)シリーズ」の製造を開始

2013年２月 株式会社御美商が株式会社ジーエムエスに社名変更

2016年１月 再生樹脂製品の生産拠点拡張を目的とした用地取得(千葉県富津市)に向け、千葉県企業庁に事業計

画書を提出

2016年３月 千葉県八千代市において新開発の高分離精製プロセスの実証プラントを設置

2016年４月 日東化工株式会社のリサイクルナイロン製品の事業の事業譲渡に合意。営業権及び技術供与を受

け、ナイロン樹脂のリサイクル事業に参入

2016年７月 リファインバース株式会社として東京証券取引所マザーズ市場に上場

2017年５月 完全子会社としてリファインマテリアル株式会社設立(代表：柗村順也)

2017年６月 株式会社ジーエムエスとインバースプロダクツ株式会社が株式会社ジーエムエスを存続会社として

吸収合併

2017年７月 千葉県富津市に、リファインバース株式会社の生産拠点としてリファインバース　イノベーション

センター(RIVIC)を開設

2019年４月 愛知県一宮市において、再生ナイロン樹脂製造工場の本格稼働開始

2021年６月 持株会社体制への移行に伴い、完全親会社の株式会社リファインバースグループの設立及び同社東

京証券取引所市場マザーズ(現グロース市場)へのテクニカル上場(2021年７月１日)により、リファ

インバース株式会社は上場廃止。

2021年７月 株式会社リファインバースグループとして株式移転によりテクニカル上場

2021年９月 リファインバース株式会社保有の株式会社ジーエムエス株式を当社に譲渡

2022年４月 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行

2022年７月 株式会社コネクションの全株式を取得し子会社化
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３ 【事業の内容】

(1) 当社グループの事業目的と事業概要

当社は、従来の廃棄物処理モデルの変革を進め、新しい産業を創出することで社会の持続的発展に寄与すること

を目的に設立いたしました。当社グループは、素材再生企業として独自技術によるユニークなビジネスモデルでマ

テリアルリサイクルを実現して参りましたが、資源循環において新たな付加価値を創造するサーキュラープラット

フォームの形成に向けて、グループ企業の総力を結集して社会の持続的発展に寄与して参ります。

 
・当社グループの事業目的のイメージ図

 
当社は、主に廃棄物の再資源化を行う子会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を管理し、その

経営の支援や指導を行うことを事業としております。

 
当社グループは、連結子会社４社(リファインバース株式会社、株式会社ジーエムエス、株式会社コネクション、

リファインマテリアル株式会社)で構成されており、事業区分は素材ビジネス並びに資源ビジネスとなっておりま

す。主な事業内容と当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

なお、当社は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当してお

り、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断するこ

ととなります。

 
［素材ビジネス］

素材ビジネスは、リファインバース株式会社及びリファインマテリアル株式会社が行っており、同事業において

は、リファインバース株式会社設立当初から使用済みカーペットタイルの再資源化に着目し、廃棄されたカーペッ

トタイルに対して同社独自技術により再生処理を行い再度カーペットタイルの製造に利用できる合成樹脂製品とし

て販売しております。また直近では、カーペットタイルの再資源化により排出されるナイロンを利用して、製鉄所

で使用する製鋼副資材を生産、販売する事業や、使用済みの漁網やエアバッグの工場端材を再資源化して、再生ナ

イロン樹脂製品として販売する事業、廃棄物処理問題の課題解決に向けたノウハウのライセンス供与、技術指導、

コンサルティングを行うソリューション事業など、再資源化事業における領域の拡大を図っております。また、今

後はケミカルリサイクル向け原料プラスチックの販売事業を進めてまいります。

 
［資源ビジネス］

資源ビジネスは、リファインバース株式会社、株式会社ジーエムエス及び株式会社コネクションが行っており、

主として、首都圏で排出される建築系廃棄物の収集運搬・中間処理を行っております。また、ケミカルリサイクル

向け廃プラスチックの調達網の構築により、資源循環の取組みを加速しております。
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・概要図

 

 
(2) 各事業の特長

①　素材ビジネス

素材ビジネスは、主として使用済みカーペットタイルを当社グループ独自技術により再生処理を行い合成樹脂

製品として販売しておりますが、現在ではカーペットタイルの再生処理のみならず、その他の廃材についても再

生処理、販売を開始しております。

以下にリファインバース株式会社及びリファインマテリアル株式会社それぞれが製造する、再生樹脂の製造工

程及びその特長について記載します。

 
(カーペットタイル再生処理の特長)

当事業は、製造業としての側面に加えて産業廃棄物の中間処理事業としての側面も有しております。そのため

当事業にかかる売上は、使用済みカーペットタイルの受け入れ時に処理受託料として計上されるもの及び再生樹

脂のカーペットタイルメーカー等への販売時に計上されるものがあります。

使用済みカーペットタイルの受け入れに関しては、産業廃棄物処理業者への営業活動を行っております。現時

点では最終処分場への処理委託より安価で当社グループが中間処理を受託できている状態にあるため、十分競争

力のある状態であると考えております。

再生樹脂の販売についても、オフィスビル運営者等のエコへの取り組みに対する機運の高まり等を背景に、大

手カーペットタイルメーカー各社の再生樹脂利用ニーズは更に高まっております。一部商社経由での販売もある

ものの、住江織物株式会社、株式会社サンゲツ、株式会社川島織物セルコン等主要なカーペットタイルメーカー

の製品原料としての販売を実現しております。

また、当社グループの再生樹脂は品質の安定したコスト競争力のある汎用樹脂として建築資材や自動車部品な

どカーペットタイル以外の用途でも積極的に採用されております。

原料調達及び製品販売ともに継続的な取引関係に基づく販売がなされているため、少人数の人員による効率的

な販売体制を構築できているものと認識しております。

 
(製鋼副資材の特長)

リファインマテリアル株式会社での製造工程の最終段階では粉砕した繊維層を比重分離し、樹脂部分と繊維部

分に分けております。現在この繊維部分については、生石灰等の無機物と一定割合で調合したものを製鉄製鋼副

資材として販売しております。

 
(再生ナイロン樹脂の特長)

ナイロンリサイクル事業の一環として、リファインバース株式会社一宮工場では使用済みの漁網やエアバッグ

の工場端材を仕入、加工してリサイクルナイロン製品として販売しております。
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(製造会社別の製造工程の特長)

 

製品名 製造会社 製造工程 製造工程の特長

リファイン
パウダー

リファインバース株式
会社

回収した使用済みカーペットタイ
ルの樹脂部分と繊維部分を当社独
自の切削技術により分離すると共
に樹脂部分を粉体化

当社グループ独自の技術により、繊維
部分が縫い込まれた使用済みカーペッ
トタイルのうち、樹脂純度の高い裏面
樹脂層のみを剥離粉体化

リファインマテリアル
株式会社

リファインバース株式会社で再生
樹脂製造時に剥離された使用済み
カーペットタイルの表面(繊維層)
を粉砕後、比重分離することで樹
脂部分を取り出すことを中心に実
施

リファインバース株式会社の再生樹脂
並の純度での樹脂採取はできないもの
の、処分しなければならない廃棄物を
削減可能

製鋼副資材 リファインマテリアル
株式会社

使用済みカーペットタイルの表面
(繊維層)を粉砕後生成される繊維
くずと、生石灰等の無機物と一定
割合で調合しペレット化

従来廃棄処分又はサーマルリサイクル
していた繊維部分を再資源化すること
で廃棄物の削減実施

REAMIDE®
(リアミド)

リファインバース株式
会社

使用済み漁網とエアバッグの工場
端材を裁断し、熱圧縮によりペ
レット化

ナイロン製の製品を裁断して熱加工
し、ペレット化することにより再生原
料としての適合範囲が広がり、付加価
値を高められる。

 

 
②　資源ビジネス

主に首都圏において排出される産業廃棄物を対象とし、廃棄物を収集及び中間処理工場へ運搬する「収集運

搬」業務、自社中間処理工場へ搬入された廃棄物を品目別に適切に選別し、異物除去、破砕、圧縮等の処理を行

う「中間処理」業務を行っております。

 
・産業廃棄物の処理フローと株式会社ジーエムエス及び株式会社コネクションの業務範囲
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産業廃棄物処理事業における主要な施設及び当該施設での業務内容は以下のとおりであります。

 

施設名称 施設所在地 施設の特長 業務内容

リファイン１ 東京都葛飾区

東京都内で城東地域に位置することから、都
心及び副都心地域はもとより、近接する埼玉
県、千葉県からの搬入・搬出において交通の
利便性を有しています。

中間処理(破砕、圧縮梱包)

ＴＡＣＳ３ 東京都大田区

東京都内で城南地域に位置しており、都心及
び副都心地域をはじめ、近接する神奈川県か
らの搬入において交通の利便性を有していま
す。また、三箇所の当グループ中間処理施設
との位置関係より、東京都心部全域での産業
廃棄物の受入が可能となっております。
また、ＴＡＣＳ３は工業専用地域に設置され
ており、24時間操業が可能となっており、処
理量の面での優位性を有しております。

中間処理(破砕、圧縮梱包)

ディスポ鹿浜 東京都足立区

東京都内で城北地域に位置することから、都
心及び副都心地域はもとより、近接する埼玉
県からの搬入・搬出において交通の利便性を
有しています。

中間処理(破砕、圧縮梱包)

 

 
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

［事業系統図］
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
割合又は

被所有割合(％)
関係内容

(連結子会社)      

リファインバース株式会社
(注)２．３

東京都千代田区 100,000
素材ビジネス
資源ビジネス

100

役員の兼任３名
当社から従業員の出向
当社へ経営指導に基づく経営
指導料の支払
当社に対する経費等の立替
当社による経費等の立替

株式会社ジーエムエス
(注)２．４

東京都千代田区 71,000 資源ビジネス 100

役員の兼任１名
当社へ経営指導に基づく経営
指導料の支払
当社に対する資金貸付
当社に対する経費等の立替
当社による経費等の立替

株式会社コネクション
(注)２

東京都足立区 10,000 資源ビジネス 100

役員の兼任１名
当社へ経営指導に基づく経営
指導料の支払
当社に対する経費等の立替
当社による経費等の立替

リファインマテリアル株式会社
(注)２

千葉県富津市 50,000 素材ビジネス 100
役員の兼任１名
当社から従業員の出向
当社による経費等の立替

 

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．リファインバース株式会社は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除きます。)の連結売上高に占める割

合が10％を超えております。

主要な損益情報等

売上高 1,415,850千円

経常利益 15,502千円

当期純利益 17,890千円

純資産額 219,159千円

総資産額 1,580,047千円
 

４．株式会社ジーエムエスは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除きます。)の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。

主要な損益情報等

売上高 2,488,149千円

経常利益 26,074千円

当期純利益 27,140千円

純資産額 244,018千円

総資産額 1,131,743千円
 

５．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2024年６月30日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

素材ビジネス 58 (26)

資源ビジネス 122 (1)

全社(共通) 21 (－)

合計 201 (27)
 

(注) １．従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。)であり、使用人兼務役員は含まれております。また、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会

社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を(　)外数で記載しております。

２．全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。

 
(2) 提出会社の状況

2024年６月30日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

29 (－) 36.1 3.7 6,842
 

(注) １．従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、使用人兼

務役員は含まれております。また、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、

年間の平均人員を(　)外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．平均勤続年数については、従前のリファインバース株式会社からの勤続年数を引き継いで計算しておりま

す。

４．当社は純粋持株会社でありますが、上記従業員の一部は特定のセグメントに属する業務を兼務しておりま

す。なお「(1) 連結会社の状況」においては、当社従業員８名について素材ビジネスに含めて記載しており

ます。

 
(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

 

当事業年度

補足説明管理職に占める
女性労働者の
割合(％)
(注)１

男性労働者の
育児休業
取得率(％)
(注)２

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注)１

全労働者
うち正規雇用

労働者
うちパート・
有期労働者

33.3
－

(注)３
62.4 62.4

－
(注)４

－
 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもので

あります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成３

年労働省令第25号)第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３．配偶者が出産した男性労働者はいないため、男性労働者の育児休業取得率はデータなしとしております。

４．パート・有期労働者はいないため、データなしとしております。

 
 

EDINET提出書類

株式会社リファインバースグループ(E36478)

有価証券報告書

 10/119



 

②　連結子会社

 

当事業年度

補足説明

名称

管理職に占める
女性労働者の
割合(％)
(注)１

男性労働者の
育児休業
取得率(％)
(注)２

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注)１

全労働者
うち正規雇用

労働者
うちパート・
有期労働者

リ フ ァ イ ン
バース株式会
社

0.0
－

(注)５
81.8 82.4

－
(注)３

－

株式会社ジー
エムエス

0.0 100.0 76.9 75.4
－

(注)３
－

株式会社コネ
クション

0.0
－

(注)５
－

(注)６
－

(注)６
－

(注)７
－

リファインマ
テリアル株式
会社

0.0
－

(注)５
－

(注)６
－

(注)６
－

(注)７
－

 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもので

あります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成３

年労働省令第25号)第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３．リファインバース株式会社において、男性のパート・有期労働者が、株式会社ジーエムエスにおいては、女

性のパート・有期労働者がいないため、データなしとしております。

４．株式会社コネクションにおいて育児休業取得者(育児休業期間中は無給)が多かったため、労働者の男女の賃

金差異が生じております。

５．配偶者が出産した男性労働者はいないため、男性労働者の育児休業取得率はデータなしとしております。

６．株式会社コネクション及びリファインマテリアル株式会社においては、女性従業員がいないため、労働者の

男女の賃金の差異につきましてもデータなしとしております。

７．パート・有期労働者はいないため、データなしとしております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 経営方針

当社は、「素材再生企業として新しい産業を創出し、社会の持続的発展に寄与することを目指す」という企業理

念のもと、これまで廃棄されていた生産物を再生させる事(ＲＥＦＩＮＥ)で、従来とは逆の流れ(ＩＮＶＥＲＳＥ)

の事業を創造します。

 
(2) 経営環境

当社グループを取り巻く環境としては、少子化に伴う労働人口の減少による人手不足、国内外の経済動向や米国

の政策動向、またその影響等の不確実性から、引き続き注視すべき状況が続くものと考えられます。また、当社グ

ループの事業領域に関わる市場においても、不動産・建築市場への影響が懸念されるところとなっております。

このような環境の中、世界的な脱炭素に向けた急速な動きから、日本の政府、企業も脱炭素への取組みを加速さ

せております。廃プラ処理問題、海洋ゴミ問題への社会的な関心の高まりを背景に、企業においては廃棄物の削減

や、リサイクルに向けた取組みを積極的に行うようになっており、産業廃棄物処理と廃棄物のリサイクルをビジネ

スとして実現してきた当社へのコンサルティングの相談、ノウハウ提供への引き合いは増加しております。当社グ

ループは、社会の課題をＲｅｆｉｎｅすることで価値を生み出す、すなわち廃棄物のリサイクルという枠にとらわ

れることなく社会的な課題の解決によって価値を生む、低価値・マイナス価値のものをＲｅｆｉｎｅすることで新

たな価値を創り出すことに取り組んでいきたいと考えております。環境問題などの社会的課題は“ビジネスの力”

によって解決することで持続可能となるという信念のもと、新しい資源を生み出すことで結果として社会貢献する

ことを目指してまいります。

 
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

今後ますます競争激化が予想される中、廃棄物リサイクル先進企業として業界をリードしていくために、当社グ

ループとしては以下の内容を優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題として認識しております。

 
①　素材ビジネスにかかる課題について

ａ．原材料となる産業廃棄物の安定的確保について

素材ビジネスにおいて、再生樹脂生産量は建設系産業廃棄物である使用済みカーペットタイル、自動車エア

バッグの基布や使用済み漁網の調達量に依存しております。ゆえに再生樹脂を安定的に生産するためには、原

材料となる産業廃棄物の安定的な調達ルートの確保が必要となります。具体的な施策として、既存取引先から

の搬入数量の増加を図るための営業提案を行うとともに新規取引先開拓を図ってまいります。

 
ｂ．販売数量の拡大について

グリーン購入法の特定調達品目やエコマークの基準改定の影響で世界的な脱炭素に向けた急速な動きから、

各カーペットタイルメーカーや素材メーカーからの当社グループ製品に対する引き合いが増えているものと認

識しております。当社グループの再生素材であるリファインパウダー、REAMIDE®(リアミド)は、一般社団法人

サステナブル経営推進機構(ＳｕＭＰＯ)の「ＳｕＭＰＯ環境ラベルプログラム」に基づく「エコリーフ」と

「ＣＦＰ」の二つのラベルを取得しており、石油由来製品に対して環境負荷の低い製品と認識しております。

これらのことから、今後も当社グループ製品に対する引き合いが引き続き増加すると想定しており、増加した

需要に対応できるよう、生産能力を増強し、販売数量の拡大を図ってまいります。
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ｃ．販売価格の向上について

環境対応製品の市場拡大に伴い、当社グループの製品に対する需要は拡大しており、当社グループの製品の

販売価格向上を目指す環境が整ってきていると認識しております。当社グループでは、更なる当社グループ製

品の品質改善を行うことで当社グループの製品の価値を高めつつ、この環境を活かして、収益性の更なる向上

を図ってまいります。

 
ｄ．コスト競争力の強化について

今後競争の激化も予想される中、当社グループとしては以下のようなコスト削減策を講じてまいります。

イ．回収した産業廃棄物のうち廃棄処分品を減少することによる歩留りの向上及び生産ライン稼働率の向上を

図ります。

ロ．生産工程の効率化による人件費の圧縮等による原価低減を図ります。

ハ．資源ビジネスと協業して産業廃棄物の収集運搬から再生樹脂製造までの一貫実施を拡大することで、産業

廃棄物の運搬・選別作業の削減とこれに伴う原価低減を図ります。

ニ．素材ビジネスで使用する生産設備及びプロセスの多くが当社独自の仕様であり、設備導入及び本番運用に

おいて、予期せぬトラブルや故障が起こる可能性があります。突発的な設備トラブルに係るリスクを最低

限に抑えるため、日常的に生産設備の保守・メンテナンスに努めるとともに、設備補修技術の蓄積も行っ

てまいります。

 
ｅ．新規事業領域への進出について

当社では廃棄物の再資源化のための基礎技術として機械的処理(切削・粉砕等)による分離技術をベースに

カーペットタイルのリサイクル事業を拡大してきましたが、低コストな高純度分離技術による再生ナイロン樹

脂の製造や混合圧縮成形技術による鉄鋼メーカー向け製鋼副資材の製造により建設業界、自動車業界、鉄鋼業

界、アパレル業界へと事業領域を拡大しております。

また、これまで培った廃棄物の再資源化に関する基礎技術、生産技術、マーケティングノウハウなどを、国

内外のパートナー企業へライセンス提供することによるライセンス収入が拡大しております。これらの再資源

化技術や市場知見を踏まえたコンサルティングや技術開発支援により顧客に価値提供をしていくソリューショ

ン事業の取組みも拡大しております。これらの事業を通じたサーキュラーエコノミーの推進として、三菱ケミ

カル株式会社との協同による廃プラケミカルリサイクルの事業化に向けた取組みも加速しており、化学業界へ

も進出いたします。

今後も継続し新規事業領域への進出を図り、事業基盤の強化に努めてまいります。

 
②　資源ビジネスにかかる課題について

ａ．人材確保について

株式会社ジーエムエス及び株式会社コネクションで行っている資源ビジネスについては、労働集約的な側面

が強く今後の成長のためには十分な人材確保が必要となります。一方で当該事業については解体・仕分け業務

の中で危険を伴う作業も多く存在し、人員の採用が困難な側面もございます。当社グループでは労働環境の改

善並びに安全管理に努めることで働きやすい環境を提供し、十分な人材確保ができるように努力してまいりま

す。

 
ｂ．処理能力の拡大について

資源ビジネスの収益は、受け入れた廃棄物の体積によって収入が変動します。そのため、当該事業を進捗さ

せるためには、十分な処理能力を確保するための処理施設の設置が必要となります。当社グループでは、上述

のとおり素材ビジネスの拡大のためにも将来的には産業廃棄物の回収拠点を全国に拡大し、処理能力の拡大に

努めることを検討してまいります。
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③　当社グループ事業共通の課題

ａ．強固な財務基盤の構築について

当社グループ事業を安定的に運営し事業規模拡大を図る上では、財務基盤の強化は不可欠と認識しておりま

す。今後利益剰余金の積み増しを図ることで財務基盤を強化するとともに、借入条件並びに借入残高を適時適

切に見直すことで金利コストの削減に努めたいと考えております。

 
ｂ．コンプライアンス体制の強化について

当社グループの主要業務のひとつである資源ビジネスは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき

許認可を得て事業を行っております。ゆえに同法規定に則り事業を遂行することはもちろんのこと、その他事

業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、当社グループの役員及び従業員にコンプラ

イアンスの重要性について周知徹底を図ってまいります。

 
ｃ．組織体制・人材の強化等について

当社グループとして事業拡大に対応をするため、新卒採用、中途採用共に採用活動の強化を進めておりま

す。また、新型コロナウイルス感染症の影響から、テレワーク(在宅勤務)の活用、Ｗｅｂ会議や社内チャット

ツールの利用促進等を推進することで、働き方改革を実施しています。

今後も内部管理体制の更なる強化が重要課題になることを認識し、社員研修・教育制度の充実、人事制度の

適切な運用に取り組むことで、将来、当社グループの核となる優秀な人材の確保・育成を図るとともに、事業

をより効率的かつ安定的に運営していくため、適宜、組織体制の最適化を図ってまいります。

 
ｄ．内部統制の整備について

当社グループは小規模組織で人的資源に限りがあるため、全社業務の可視化作業と内部統制の整備を同時並

行で実施していくことを計画しております。具体的には、業務の標準化により効率化及びコスト削減を図ると

ともに、当該標準化過程において確認された業務運営上のリスクに対して適宜予防策を検討してまいる所存で

す。今後は当該業務のマニュアル化推進によって業務プロセスに係る内部統制を確立し、財務報告の網羅性・

適切性を確保してまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループは、廃棄される資源から価値ある資源に再資源化し資源循環を推進することを企業コンセプトとして

おり、企業コンセプトの実現により自社のみならず社会全体の持続的成長を目指しています。

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、以下のとおりであります。

 
(1) 環境(気候変動対応等)

①　ガバナンス

当社グループの企業コンセプトが「廃棄される資源から価値ある資源に再資源化し資源循環を推進すること」

であることから、当社グループ事業の推進が脱炭素社会の実現を推進する一助になっていると考えております。

当社グループの環境(気候変動対応等)に関するガバナンス体制として、純粋持株会社である株式会社リファイン

バースグループに事業戦略会議を設置し、事業戦略と同期して脱炭素を推進する事業戦略の審議・決定を行い、

事業子会社での戦略実行に対する管理・監督を実施しております。

<環境(気候変動対応等)におけるガバナンス体制>
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②　戦略

脱炭素社会の実現に向けた取組みが社会全体で加速しており、当社グループの環境戦略として４つの主要マテ

リアリティを定義し、素材セグメント、資源セグメントの両セグメントにおいて事業戦略と同期した環境戦略を

推進しております。

 

主要マテリアリティ 当社の環境戦略
  

再生素材の利用拡大

当社グループは「REAMIDE®(リアミド)」「リファインパウダー」等の石油由来
素材に対してＣＯ２削減効果の高い再生素材を製造、販売しており、これらの

再生素材の顧客のスコープ３カテゴリー１のＣＯ２削減に貢献しております。

これらの再生素材の利用拡大に向けて、用途開拓や品質向上を進めておりま
す。これらの再生素材の製造においては、再生可能エネルギーを使用すること
で当社グループ製造拠点の脱炭素化を進めております。

  

  

廃棄物の再資源化推進

当社グループは、グループ内で実施している資源ビジネスで収集した廃棄物か
ら再資源化可能な廃棄物を選別しリサイクル企業に供給することで廃棄物の再
資源化を推進しております。また、排出された廃棄物のリサイクル率を排出事
業者に提供することで、リサイクル状況の可視化を進めております。今後は、
拡大が想定されるケミカルリサイクルの原料である廃プラスチックのサプライ
チェーン構築を進めており、ケミカルリサイクルの拡大に貢献して参ります。

  

  

環境技術の普及・拡大

当社グループは、自社開発した独自の再資源技術を複数保有しています。これ
らの技術をグループ内利用に留めることなく、積極的に国内外の企業にライセ
ンス提供することで、環境技術の普及・拡大を進めております。漁網、エア
バッグ等の再資源化技術は、既に国内外の３社にライセンス提供を実施してお
り、それ以外の当社グループ保有技術も含め、国内外の企業への技術提供を進
めております。

  

  

再資源化ノウハウの普及・拡大

当社グループは、素材セグメント、資源セグメントの各事業で蓄積した豊富な
再資源化ノウハウを有しております。現在、多くの企業がスコープ３における
ＣＯ２排出量の可視化、削減に取り組んでいると認識しており、当社グループ

の再資源化ノウハウを活用したコンサルテーションによりこれらの企業の課題
解決に貢献しております。特に、スコープ３ カテゴリー１(購入した製品・
サービス)、カテゴリー５(事業から出る廃棄物)は、当社グループの製品・
サービスやノウハウが活用しやすい領域であり、環境課題の解決に積極的に貢
献しております。

  
 

 
③　リスク管理

当社グループの事業戦略が環境戦略と同期していることから、当社にとっての環境リスクは事業リスクに内包

されております。個別のリスクについては、「３．事業等のリスク」をご参照ください。

 
(2) 人的資本、多様性等

当社グループは、持続的な企業価値向上に向けて、従業員一人一人の能力向上だけでなく、多様な人材の集合知

による課題解決が企業価値の向上に不可欠と認識しております。当社グループのコアバリューとして、「社会の課

題をＲＥＦＩＮＥすることで価値を生み出す」、「新しい資源の創出による社会貢献」、「自発・自立・自責」を

定義し、コアバリューを実現していくために従業員の能力開発やインクルーシブな業務環境実現に取り組んでおり

ます。

 
①　人材育成、社内環境整備の戦略

ａ．人材育成

従業員一人一人が経営者の視点を持ち、自ら新たなビジネスの創出と実行に挑戦していける人材として成長

することを目的に、若手から中堅従業員に対して外部教育機関による経営大学院レベルのリモート教育を年次

で実施しております。また、業務実行の基本的スキルを維持していくため、四半期ごとに情報管理、コンプラ

イアンス教育を全従業員に対して実施しております。
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ｂ．社内環境整備

性別、人種、国籍に関わらず従業員が業務能力を自ら開発し発揮することを目的に行動目標を定めており、

行動目標に基づいた人事評価制度により、各従業員の担当業務や事業環境に影響されない公正な人事評価を実

施しております。また、従業員のエンゲージメント向上、ワークライフパランスの充実を目的に、定期的に外

部調査機関による従業員のメンタル調査を実施し、従業員のケアを行うことで組織の健全化を図っておりま

す。組織内でのハラスメントやコンプライアンス違反に対しては、外部相談窓口も含めた内部通報制度を設

け、働きやすい環境作りを進めております。

 
②　指標及び目標

当社グループでは、①管理職に占める女性労働者の割合、②男性労働者の育児休業取得率、③男女の賃金の差

異を社内環境整備の指標として管理しており、今後の人材育成、社内環境整備の戦略実行状況を踏まえ、新たな

指標の導入を検討して参ります。①管理職に占める女性労働者の割合については、当社グループの従業員に占め

る女性従業員の比率が8.7％であることから、女性管理職の比率においても同様の8.7％を目標としております。

②男性労働者の育児休業取得率については、ワークライフバランスの充実を目指し100％を目標としております。

③男女の賃金の差異については、当社グループの人事制度を踏まえ性別に限らず能力に応じた賃金設定を進めて

おります。

 
３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能

性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

 
(素材ビジネスに関するリスクについて)

(1) オフィス需要による変動について

素材ビジネスにおいて原料となる使用済みカーペットタイルの排出量は、その利用実態から企業のオフィス移転

並びにオフィスの建替えや補修の影響を受けます。加えて、当社グループが販売する再生樹脂製品の大部分が再生

カーペットタイルの原料として利用されていることから、当社グループの再生樹脂製品の販売量は、新規オフィス

の供給量や企業のオフィス移転等のオフィス需給動向に依存します。足許においては以下のとおり、都心５区(千代

田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)における新規オフィス供給量が減少する一方で、オフィス空室面積は増加し

ており、産業の空洞化によるオフィスの海外移転や新型コロナウイルス感染症の影響によるテレワークの拡大等に

よって国内での企業のオフィス移転ニーズが衰退し、原材料となる使用済みカーペットタイルの調達量が確保でき

ず、再生樹脂が十分に製造できない場合や、カーペットタイルの需要が減少する場合には当社グループの経営成績

に影響が及ぶ可能性があります。

 

 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

オフィス供給量(年間、千坪) 460 308 531 150 165 455

オフィス空室面積(年末、千坪) 141 118 351 497 508 483
 

(出典：三鬼商事株式会社公表の東京(都心５区)オフィスビル市況より当社作成)
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(2) 市場動向について

カーペットタイルの国内市場は安定的な需要が見込まれるものの、今後の国内での成長余地はそれほど大きくは

ない状況にあります。一方でカーペットタイル市場での再生原料を使った製品比率は増加傾向にあり、今後も環境

配慮型製品の市場ニーズの高まりによって再生原料の需要は高まっていくと予測しております。しかしながら、

カーペットタイルの市場が大幅に縮小する等により再生原料の需要が想定どおり推移しない場合は、当社グループ

の経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

 
(3) 最終処分費用の動向について

当社グループは産業廃棄物の中間処理業として使用済みカーペットタイルを回収し、当該回収物を原料として再

生樹脂の製造販売を行っております。現在当社グループの回収が継続的に実現できている背景としては、排出業者

等が支払う廃棄費用を比較した場合、最終処分委託費用よりも当社グループに支払う中間処理委託費用が割安であ

ることが挙げられます。最終処分場の処理容量の残存年数は2022年度時点で全国では19.7年、首都圏では13.4年(参

考資料：環境省　産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(2022年度実績))と逼迫して

いるため、現状の料金構造は変わらないものと想定しておりますが、今後新たな最終処分場が造成されたり、海外

での受け入れ先が確保されたりする等の要因により大きな構造転換が生じコストが逆転した場合は、当社グループ

の使用済みカーペットタイル回収量が減少し、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

 
(4) バージン樹脂の原材料等の市況変動について

当社グループの提供する再生樹脂は石油由来のバージン樹脂と比較した場合の価格優位性が差別化要因の一つと

なっているものと認識しております。そのため、現状においてもバージン樹脂と比較して価格優位性は保っており

ますが、原油相場や為替動向により石油由来のバージン樹脂の価格が現状よりも大きく低下した場合、価格優位性

が失われることで当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

 
(5) 特定の取引先等への依存について

当社グループは使用済みカーペットタイル由来の再生樹脂を販売しており、当該製品の大部分は株主である住江

織物株式会社をはじめとした各インテリアメーカーのカーペットタイル製品の原料として利用されております。報

告セグメントにおける素材ビジネスの売上高の約半分以上は最終的にはインテリアメーカーに対して供給されてい

るものと認識しております。現在当社グループが生産する再生樹脂は、環境対応製品として需要が増加しているも

のと認識しておりますが、各取引先とは納入数量、価格等に関する長期納入契約を締結しておりません。従って、

カーペットタイル市場の需要の増減により当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

 
(6) 新製品開発について

当社グループは、素材を再生させる独自技術を核とする事業展開を目指して、継続的に研究開発を行っておりま

す。使用済みカーペットタイルの繊維部分を原料とした製鋼副資材、及び自動車エアバッグの基布や使用済み漁網

を原料とした再生ナイロンの製造に向けた研究開発を行い、ナイロン再生設備に関する設備投資を行いました。当

社グループでは、製鋼副資材の市場価値並びにナイロン原料としての汎用性から十分な収益性があるものと認識し

ておりますが、新たな技術開発を行う場合、一般的に以下のリスクがあります。

①　技術の急激な進歩、顧客の要求の変化、規格・標準の変動に対し、当社グループが開発している製品が適合で

きない可能性があること

②　開発技術が確立したとしても、安定的に一定品質の製品製造を継続することができない可能性があること

③　販売価格が顧客要求水準と合わないこと

④　新製品や新技術の開発に必要な資金や資源を十分に投入できる保証がないこと

⑤　新製品又は新技術の市場投入の遅れにより、当社グループの製品が陳腐化する可能性があること

⑥　新製品・新技術を開発したとしても、市場からの支持を広く獲得できるとは限らず、これらの製品の販売が成

功する保証がないこと
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上記リスクをはじめとして、当社グループが顧客ニーズや市場ニーズの変化を的確に把握することができず、魅

力ある新製品を開発できない場合には、研究開発費及び設備投資額を回収できない可能性及び、当社グループの将

来の成長と収益性を低下させ、経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

 
(7) 技術革新について

当社グループにおける再生樹脂製造は、基幹技術である軟質樹脂製品の切削加工及び破砕分級技術によって支え

られています。当該技術は当社グループ独自のものであり、これにより競合他社と比べ高品質の再生樹脂を低コス

トで製造できていると考えております。当社グループとしては、研究開発を積極的に実施し、より高品質・低コス

ト化を目指していく方針ではございますが、当該技術を上回る技術が開発された場合には、当社グループの競争優

位性が低下する結果、当社グループの事業戦略及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

 
(資源ビジネスに関するリスクについて)

(8) 事故及び労働災害について

資源ビジネスでは、解体工事や廃棄物の仕分け作業の中で、トラックやフォークリフト等大型機械の操作を含め

多数の危険を伴う業務があります。当社グループでは事故並びに労働災害の発生を防ぐべく、労務・安全管理に十

分留意しながら事業を遂行しております。しかしながら事故や労働災害の発生リスクは常に存在しており、今後当

該リスクが顕在化した場合は、損害賠償請求の発生等により当社グループの経営成績及びレピュテーションに影響

が及ぶ可能性があります。

 
(9) 中間処理施設容量について

資源ビジネスに関連して当社グループでは３つの中間処理施設を保有し、当該施設で回収した廃棄物の分類等を

行っております。現在のところ当該３施設の処理容量は十分確保されており、業務遂行は問題なく行われておりま

す。しかしながら今後取引先の産業廃棄物の排出量が急激に増加し、同施設の許容量一杯の廃棄物が搬入された場

合、又はなんらかのトラブルにより中間処理業務が滞った場合は、新規での受け入れが困難となります。そのよう

な場合は当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

 
(当社グループ経営全般について)

(10) 知的財産権について

当社グループの製品である使用済みカーペットタイルから製造される再生樹脂の製造方法、漁網・エアバッグか

ら製造される再生樹脂の製造方法等の独自開発技術については、第三者への技術流出を回避するため、基本的な特

許出願に留め詳細な技術については特許出願を行っておりません。現在技術優位性はあるものと認識しております

が、競合他社が当社グループと同じような製品を製造する技術開発を行い、事業展開した場合、人材流出等により

ノウハウが外部に流出した場合、また、ライセンス供与により供与先に開示した当社グループ独自技術のノウハウ

が流出した場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

他方、他社の有する知的財産権についても細心の注意を払っておりますが、万が一他社の有する知的財産権を侵

害したと認定され、損害賠償等の責任を負担する場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可

能性があります。

 
(11) プラスチック利用の減少に関するリスク

令和４年４月１日に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」により、廃プラスチック

の削減、再利用の促進を進めております。廃プラスチック削減に向けたワンウェイプラスチックの使用減少などの

取組みが拡大しプラスチック使用量の減少となる場合は、当社グループの廃棄物収集量の減少、再生樹脂の原料で

ある廃プラスチックが減少するリスクがあり、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
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(12) 情報管理に関するリスク

技術等のノウハウや顧客情報、個人情報等の重要情報の管理は、当社グループ事業の根幹をなすものでありま

す。当社グループでは、社内管理体制を整備し、従業員に対する情報管理やセキュリティ教育等、情報の管理につ

いて対策を講じておりますが、情報の漏洩が全く起きないという保証はありません。万が一、情報の漏洩が起きた

場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

 
(13) 法規制等について

当社グループの事業活動の前提となる事項に係る主要な法規制及び行政指導は、次に記載のとおりであります。

当社グループがこれらの規制に抵触することになった場合には、事業の停止命令や許可の取消し等の行政処分を受

ける可能性があります。

また、次の一覧表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法や自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状

物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法等、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリ

サイクルに関する諸法令による規制を受けております。

 
(主要な法規制)

対象 法令等名 監督官庁 法規制の内容

収集運搬
(積替保管含む)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 環境省 産業廃棄物の収集運搬に関する許可基準、
運搬及び保管、委託契約、マニフェストに
関する基準が定められております。

中間処理 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 環境省 産業廃棄物の中間処理に関する許可基準、
運搬及び保管、委託契約、マニフェストに
関する基準が定められております。

 

 
(主要な行政指導)

対象 監督官庁 行政指導 法的規制の内容

施設の設置及び維
持管理

各自治体 施設の設置及び維持管理の指導要綱 廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関す
る基準が定められております。

県外廃棄物規制 各自治体 県外廃棄物の指導要綱 県外からの廃棄物の流入規制に関する基準
が定められております。

 

 
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)は、1997年と2000年に大改正が行われました

が、その後も2003年以降毎年のように改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託基準、不適正処理に対する罰則

などの規則が強化されております。特に2010年の改正では、廃棄物排出事業者責任の強化のための規定が多数追加

されたことに伴い、廃棄物排出事業者により処理業者に対する監視も厳しくなってきております。また、2000年６

月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべくリサイクル推

進のための法律が施行されております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令が整備されております。更に、環境問題に対する世界的な関心

の高まりもあり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっておりま

す。当社グループは、法規制の改正等をむしろビジネスチャンスとして、積極的に廃棄物の処理及び再資源化事業

に投資を行っておりますが、今後の法規制及び行政指導の動向によっては当社グループの経営成績に影響が及ぶ可

能性があります。
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①　許可の更新、範囲の変更及び新規取得について

資源ビジネスは各都道府県知事の許可が必要であり、事業許可は有効期限が５年間(優良産業廃棄物処理業者認

定制度による優良認定を受けた場合は７年間)で、事業継続には更新が必要となります。また、事業範囲の変更及

び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても別途許可が必要です。

当社グループのこれらに関する申請が廃掃法第十四条第５項又は第10項の基準等に適合していると認められな

い場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

なお、廃掃法第十四条第３項及び第８項において、「更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満

了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がさ

れるまでの間は、なおその効力を有する」旨規定されております。

 
②　事業活動の停止及び取消し要件について

廃掃法には事業の許可の停止要件(廃掃法第十四条の三)並びに許可の取消し要件(廃掃法第十四条の三の二)が

定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件

(廃掃法第十四条第５項第２号)等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される恐

れがあります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、

万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性がありま

す。

 
なお、当社グループ各社の有する許認可の内容並びに取り消し要件等については以下のとおりです。

(リファインバース株式会社)

取得年月日 許可等の名称 所管官庁等
許認可等
の内容

許可番号 有効期限

2006年６月22日 産業廃棄物処分業 千葉県 中間処理 第01220128419号 2026年６月21日
 

(注)　法令違反の要件及び主な許可取消事由については以下のとおりであります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十四条の三の二

１　都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、その許可を取り消さなければならない。

一　第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第

三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又

は同号チに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至ったとき。

二　第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七

条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せ

られたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るも

のに限る。)に該当するに至ったとき。

三　第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ホに係るものに限る。)に係るものに限

る。)に該当するに至ったとき。

四　第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(前三号に該当する場合を

除く。)。

五　前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

六　不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)

又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

２　都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が第十四条の三第二号又は第三号

のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
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(株式会社ジーエムエス)

取得年月日 許可等の名称 所管官庁等
許認可等
の内容

許可番号 有効期限

2000年４月28日 産業廃棄物処分業 東京都 中間処理 第1320007138号 2025年４月27日

1988年４月１日 産業廃棄物収集運搬業 東京都 収集・運搬 第1310007138号 2029年３月31日

1996年12月10日 産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 収集・運搬 第01402007138号 2026年12月９日

1986年２月28日 産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 収集・運搬 第01101007138号 2029年７月10日

1996年７月２日 産業廃棄物収集運搬業 千葉県 収集・運搬 第01200007138号 2026年８月31日

1996年８月28日 産業廃棄物収集運搬業 茨城県 収集・運搬 第00801007138号 2026年８月31日

2001年10月18日 産業廃棄物収集運搬業 栃木県 収集・運搬 第00900007138号 2026年10月17日

2006年11月６日 産業廃棄物収集運搬業 群馬県 収集・運搬 第01000007138号 2026年11月５日

2001年10月24日 産業廃棄物収集運搬業 長野県 収集・運搬 第02009007138号 2026年10月23日

2001年10月26日 産業廃棄物収集運搬業 静岡県 収集・運搬 第02201007138号 2026年10月25日

2007年３月14日 産業廃棄物収集運搬業 山梨県 収集・運搬 第01900007138号 2027年３月13日

2013年６月14日 産業廃棄物収集運搬業 福島県 収集・運搬 第00707007138号 2028年６月13日

2013年７月９日 産業廃棄物収集運搬業 新潟県 収集・運搬 第01509007138号 2028年７月８日

2018年３月23日 産業廃棄物収集運搬業 三重県 収集・運搬 第02400007138号 2028年３月22日

2018年４月25日 産業廃棄物収集運搬業 宮城県 収集・運搬 第00400007138号 2028年４月24日

2021年７月30日
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

東京都 収集・運搬 第1360007138号 2026年７月29日

2016年４月19日 建-とび・土工工事業許可 東京都 － (般-28)第145013号 2026年４月18日

2018年８月10日
建-内装仕上工事業・解体
工事業

東京都 － (般-30)第145013号 2028年８月９日
 

(注)　法令違反の要件及び主な許可取消事由については、リファインバース株式会社の記載内容と同様であります。
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(株式会社コネクション)

取得年月日 許可等の名称 所管官庁等
許認可等
の内容

許可番号 有効期限

2015年４月13日 産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 収集・運搬 第01100182162号 2025年４月12日

2015年４月24日 産業廃棄物収集運搬業 東京都
収集・運搬
積替え保管を
含む

第13-10-182162号 2025年４月23日

2015年４月24日 産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 収集・運搬 第01400182162号 2025年４月23日

2015年５月20日 産業廃棄物収集運搬業 千葉県 収集・運搬 第01200182162号 2025年５月19日

2017年１月23日 産業廃棄物収集運搬業 群馬県 収集・運搬 第01000182162号 2027年１月22日

2017年３月13日 産業廃棄物収集運搬業 静岡県 収集・運搬 第02201182162号 2027年３月12日

2017年３月16日 産業廃棄物収集運搬業 茨城県 収集・運搬 第00801182162号 2027年３月15日

2017年４月10日 産業廃棄物収集運搬業 栃木県 収集・運搬 第00900182162号 2027年４月９日

2017年11月24日 産業廃棄物収集運搬業 長野県 収集・運搬 第2009182162号 2027年11月23日

2017年11月27日 産業廃棄物収集運搬業 福島県 収集・運搬 第00707182162号 2027年11月26日

2018年１月４日 産業廃棄物収集運搬業 山梨県 収集・運搬 第01900182162号 2028年１月３日

2018年１月18日 産業廃棄物収集運搬業 宮城県 収集・運搬 第00400182162号 2028年１月17日

2018年８月24日 産業廃棄物処分業 東京都 中間処理 第13-20-182162号 2028年８月23日

2020年４月24日
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

東京都 収集・運搬 第13-50-182162号 2025年４月23日

2020年５月８日
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

埼玉県 収集・運搬 第01150182162号 2025年５月７日

2020年５月８日
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

宮城県 収集・運搬 第00450182162号 2025年５月７日

2020年５月14日
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

千葉県 収集・運搬 第01250182162号 2025年５月13日

2020年５月14日
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

神奈川県 収集・運搬 第01450182162号 2025年５月13日

2020年５月18日
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

静岡県 収集・運搬 第02251182162号 2025年５月17日

2020年６月９日
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

福島県 収集・運搬 第00757182162号 2025年６月８日

2022年１月23日 解体工事業登録 東京都 －
東京都知事(登-３)
第3073号

2027年１月22日
 

(注)　法令違反の要件及び主な許可取消事由については、リファインバース株式会社の記載内容と同様であります。

 
(14) 工場用敷地及び建物又は産業廃棄物の中間処理施設の賃貸借契約について

当社グループは、千葉県富津市に工場用敷地、千葉県八千代市及び愛知県一宮市に工場用敷地と建物を、また、

東京都臨海地区に中間処理場１ヵ所、東京都堀切に中間処理場１ヵ所賃借しております。

現時点においては、用地及び建物の貸主と当社グループの関係は良好であり、貸主から契約期間中の解約の申し

出がなされる可能性は低いものと考えておりますが、貸主側の事情の変更等により、予期せぬ解約の申し出がなさ

れる可能性があります。仮に解約の申し出がなされた場合、当該施設は工場用敷地等及び産業廃棄物の中間処理施

設であることから、適切な代替の用地及び建物の確保が必要であります。従って解約の申し出がなされた場合に代

替の用地及び建物が適時に確保できない場合には、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
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なお、2024年９月30日時点での賃貸借の状況は以下のとおりであります。

 

施設名
RIVIC

(工場用敷地)
千葉工場

(工場用敷地及び建物)
一宮工場

(工場用敷地及び建物)

賃貸借期間

20年
事業用定期借地権設定契約

５年／以降３年自動更新
普通借家契約
解約は借主又は貸主からの
６ヶ月前申し入れによる

３年／以降１年自動更新
普通借家契約
解約は借主又は貸主からの
６ヶ月前申し入れによる

契約開始時期 2017年１月30日 2005年５月１日 2019年３月１日

契約継続年数 ７年５ヶ月 19年２ヶ月 ５年４ヶ月

備考

貸主は千葉県であるため契約
期間途中での解約等の可能性
は低いものと考えております

貸主(芳賀通運株式会社)とは
良好な関係にあり、約15年以
上にわたる契約継続経緯よ
り、契約解除等の可能性は低
いものと考えております

貸主（藤井整絨株式会社）と
は良好な関係にあり、約５年
以上にわたる契約継続経緯よ
り、契約解除等の可能性は低
いものと考えております

 

 

施設名
葛飾区リファイン１
(中間処理施設)

大田区タックス３

東京港リサイクルセンター
(中間処理施設)

大井バンプール１
(駐車場／回収ボックス置場)

賃貸借期間

２年／自動更新
普通借家契約

解約は借主から貸主への２ヶ
月前申し入れによる(もしくは
借主から貸主への２ヶ月分賃
料の支払)

１年／自動更新
普通借家契約

解約は借主又は貸主からの
３ヶ月前申し入れによる

１年／自動更新
普通借家契約

解約は借主又は貸主からの
６ヶ月前申し入れによる

契約開始時期 2001年９月 2003年10月１日 2012年12月１日

契約継続年数 22年10ヶ月 20年９ヶ月 11年７ヶ月

備考

貸主(株式会社丸高コーポレー
ション)とは良好な関係にあ
り、20年以上にわたる契約継
続経緯より、契約解除等の可
能性は低いものと考えており
ます

貸主(東海海運株式会社)とは
良好な関係にあり、約20年以
上にわたる契約継続経緯よ
り、契約解除等の可能性は低
いものと考えております

貸主(東海海運株式会社)とは
良好な関係にあり、中間処理
施設タックス３の賃貸借状況
より、契約解除等の可能性は
低いものと考えております

 

 
(15) 大規模災害による影響について

リファインバース株式会社においては、千葉県八千代市、富津市及び愛知県一宮市に再生樹脂製造工場を置き、

株式会社ジーエムエスにおいては、東京都臨海地区に処理場１ヵ所、東京都堀切に処理場１ヵ所、株式会社コネク

ションにおいては、東京都足立区に処理場１ヵ所保有しております。

関東圏内における大規模震災や火災等の影響を受けて工場・処理場が被災した場合、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

 
(16) 借入金への依存について

当社グループ事業の運営上、収集運搬車両、中間処理工場、及び原料生産工場等への投資が必要であり、金融機

関からの借入を行っております。当連結会計年度末(2024年６月末)で連結資産に占める有利子負債の割合は

79.0％、当連結会計年度(2024年６月期)の支払利息は31,889千円となっております。このため、今後の金利変動に

よっては支払利息の負担が増加して当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

 
(17) 人材の確保・育成について

当社グループが今後成長していくためには、営業活動及び研究開発活動並びに組織管理のための優秀な人材を確

保することが重要であります。しかしながら、優秀な人材の獲得・育成・維持は必ずしも容易ではありません。適

正な人材の獲得・育成・維持確保が計画どおりに進行しなかった場合には、当社グループの業務や事業計画の遂行

に支障が生じ、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
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(18) 特定の人物への依存

当社の代表取締役社長である越智晶は、経営方針や戦略の決定をはじめ、当社グループの事業推進において各方

面に重要な役割を果たしております。事業拡大に伴い積極的な権限移譲を実施し、同氏に過度に依存しない経営体

質の構築に取り組んでおりますが、不測の事態等により同氏の当社グループにおける業務執行が困難となった場

合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

 
(19) 感染症の影響について

当社グループでは、感染症が流行した際に、テレワーク(在宅勤務)の活用、Ｗｅｂ会議や社内チャットツールの

利用等を導入し、それらを現在も継続的に利用しており、今後感染症が流行した場合でも事業を継続する体制は

整っておりますが、感染拡大の影響度合いによっては工場が操業停止となるなど事業運営が困難となった場合や内

外経済の停滞が長引いた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

 
(20) 継続企業の前提に関する重要事象等

前連結会計年度および前事業年度において、特別損失の計上により連結財務諸表及び個別財務諸表ともに当期純

損失を計上しておりました。また、個別財務諸表において、前事業年度末における負債合計が資産合計を超過して

おり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しておりました。

当連結会計年度および当事業年度において、連結財務諸表および個別財務諸表ともに当期純利益を計上しており

ます。また、個別財務諸表において、当社は子会社からの受取配当金により当事業年度に債務超過を解消しており

ます。

よって、当連結会計年度および当事業年度において、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事

象または状況は解消したと判断しております。

 
(21) その他

①　潜在株式について

当社は、グループ社員へのインセンティブを目的として、新株予約権(以下「ストック・オプション」とい

う。)を付与しております。本書提出日現在における潜在株式数は91,600株であり、発行済株式総数の2.7％に相

当いたします。これらのストック・オプションが行使された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化す

る可能性があります。また、株式市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生じ、当社株式の株価形成に

影響を及ぼす可能性があります。

 
②　配当政策について

当社は、剰余金の配当につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と財務基盤の強化のための内

部留保とのバランスを保ちながら、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当の実施を

基本方針としております。

将来的には、業績及び財政状態等を勘案しながら株主への利益配当を目指していく方針でありますが、今後の

配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。

 
③　繰越欠損金について

リファインバース株式会社及びリファインマテリアル株式会社は、過年度において当期純損失を計上してきた

ため、税務上の繰越欠損金を抱えております。そのため同社に対する法人税は当該繰越欠損金が解消されるまで

は課税所得が減殺され、納税負担額が軽減されております。今後現存する税務上の繰越欠損金が解消され、通常

の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が発生する場合において、当社グループの親会社株主に帰属する当期

純利益及び連結キャッシュ・フローに影響を与える恐れがあります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」とい

う。)の状況の概要は次のとおりであります。

 
①　財政状態及び経営成績の状況

脱炭素やサーキュラーエコノミーの文脈において事業機会が相当数増加しており、事業化の取組みを加速してお

ります。従来の廃棄物処理モデルの変革を進め、新しい産業の創出により社会の持続的発展に寄与することを目的

に活動を続け、素材再生企業として独自技術によるユニークなビジネスモデルでマテリアルサイクルを実現し、資

源循環において新たな付加価値を創造するＳＸ(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に挑戦しておりま

す。当連結会計年度において当社グループは、前期に引き続き既存事業で徹底したコスト削減を進めながら、今後

の成長の核となる新規事業領域の拡大に向けて、持続的な成長のための事業基盤の強化、推進に努めてまいりまし

たが、当期においては連結売上高、連結営業利益共に前期比減少となりました。

素材ビジネスにおいては、当社の主力製品である再生塩化ビニルコンパウンド「リファインパウダー」の需要が

急激に増加しており一時的な需給ギャップが発生した結果、当期売上高は前期比で減少しました。再生ナイロン樹

脂「REAMIDE®」(リアミド)はＰＣＲ(Post Consumer recycle)ナイロンであることが強みとなり多数のお問合せをい

ただいておりますが新規案件の受注に至らず、当期売上高は前期比で減少しました。また、国内外を問わず外部企

業等との連携や当社技術のライセンス供与等の取組みも加速していますが、当期売上を計画していたライセンス関

連売上が翌期以降にずれ込みました。ソリューション事業においては、コンサルティング受託が堅調に推移してお

り、製鋼副資材の用途開発、ライセンス提供先への技術指導などにより収益・利益の増加に向けた活動を加速して

まいります。

資源ビジネスにおいては、前期に実施した株式会社コネクション買収に伴い前期において一時的な売上増となり

ましたが、一時的に増加した顧客の取引条件、与信状況の見極めを進めた結果、当期売上高、当期セグメント利益

共に前期比で減少しました。ＰＭＩ(Post Merger Integration)は予定どおり完了し翌期以降の業績拡大を見込んで

おります。

また、資本業務提携先である三菱ケミカル株式会社が計画する油化ケミカルリサイクル事業への廃プラスチック

原料供給に向けて、廃プラスチックを核とする資源循環プラットフォーム構築を新たな事業の柱として収益基盤の

強化に努めてまいります。

 
この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 
ａ．財政状態

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ417,144千円減少し、3,365,918千円となりまし

た。当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ447,651千円減少し、3,235,709千円となりまし

た。当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ30,507千円増加し、130,209千円となりまし

た。

 
ｂ．経営成績

売上高3,852,638千円(前年同期比13.8％減)、営業利益32,675千円(前年同期比84.5％減)、経常利益6,569千

円(前年同期比96.3％減)、親会社株主に帰属する当期純利益4,928千円(前年同期は親会社株主に帰属する当期

純損失504,840千円)となりました。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、記載のセグメント別の金額はセグメント間取引の相殺前の数値です。

 
(素材ビジネス)

素材ビジネスにつきましては、前期に引き続きセグメント損益は黒字で推移しております。脱炭素、資源循環

の市場ニーズの高まりを受け、廃カーペットタイルを再資源化した再生塩化ビニルコンパウンド「リファインパ

ウダー」の需要は大幅に増加しておりますが、今期は一時的に需給ギャップが発生したためカーペットタイルリ

サイクル事業の売上高は前期比微減となりました。需要増に対応するため廃カーペットタイルの調達を強化して

まいります。また、自動車エアバッグの基布や廃棄漁網等を再資源化したナイロン樹脂「REAMIDE®」(リアミド)

は、ＰＣＲ(Post Consumer recycle)ナイロンであることが強みとなり高付加価値な用途での引合いが増加してお

りますが、当連結会計年度は引合い案件の製品評価を進めており受注に至らず売上高は前期比減となりました。

翌期以降での受注開始を見込んでおります。また、当期に予定していたライセンス売上は、ライセンシーの許認

可取得スケジュールが遅れたため翌期以降での計上となる見込みとなったため、前期比で売上高減少となりまし

た。一方で、国内外の複数の企業から当社リサイクル技術に関する問合せを受けており、ライセンス提供を視野

に協議を続けてまいります。

この結果、売上高は1,391,313千円(前期比12.5％減)となり、セグメント利益は122,220千円(前期比26.3％減)

となりました。

 
(資源ビジネス)

資源ビジネスにつきましては、脱炭素・サーキュラー文脈での営業強化により大手ディベロッパーや大手ゼネ

コン等の新規取引先が増加しましたが、前期に実施した株式会社コネクション買収に伴い増加した顧客の取引条

件、与信状況の見直しを行った結果、取引件数が大幅に減少いたしました。当連結会計年度においては取引件数

の減少が先行したため、前期比で売上高減少となりましたが、翌期以降、新規取引先との大幅な取引数拡大を見

込んでおります。このように、前期比で売上高減少となりましたが、オペレーションの見直しやリソースの最適

化を進めたため収益性は改善いたしました。また、資本業務提携先である三菱ケミカル株式会社が計画する油化

ケミカルリサイクル事業に対する廃プラスチック原料の調達網の整備を進めており、翌期以降の収益基盤の強化

を進めてまいります。

この結果、売上高は2,522,992千円(前期比14.5％減)、セグメント利益は486,779千円(前期比12.1％減)となり

ました。

 
②　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、498,518千円(前連結会計年度末比42.0％減)となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は175,415千円(前連結会計年度に得られた資金は530,961千円)となりました。これ

は主として減価償却費224,395千円、法人税等の支払額96,972千円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出された資金は136,557千円(前連結会計年度に支出された資金は317,699千円)となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出85,265千円、敷金及び保証金の差入による支出76,857千円によるもので

あります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出された資金は399,857千円(前連結会計年度に支出された資金は266,263千円)となりました。

これは主に長期借入による収入250,000千円、長期借入金の返済による支出502,166千円、リース債務の返済による

支出75,015千円によるものであります。
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③　生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称
当連結会計年度

(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

前年同期比(％)

素材ビジネス(千円) 761,478 78.16
 

(注) １．生産実績の金額は製造費用であります。

２．資源ビジネスにおける生産実績は販売実績とほぼ一致しているため、「ｃ．販売実績」を参照ください。ま

た、資源ビジネスにおける生産実績とは、廃棄物の処理実績を意味しております。

 
ｂ．受注実績

素材ビジネスにおいては、販売計画に基づいた見込生産を行っているため、該当事項はありません。資源ビ

ジネスにおいては、受注と役務の提供がほぼ同時であるため、受注残高管理は行っておりません。

 
ｃ．販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称
当連結会計年度

(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

前年同期比(％)

素材ビジネス(千円) 1,330,705 87.4

資源ビジネス(千円) 2,521,933 85.5

合計(千円) 3,852,638 86.2
 

(注) セグメント間の取引については、相殺消去しております。

 

EDINET提出書類

株式会社リファインバースグループ(E36478)

有価証券報告書

 28/119



 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 
①　財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績は、次のとおりであります。

ａ．財政状態

(資産合計)

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末(以下「前年度末」という)に比べ417,144千円減少の

3,365,918千円(前年度末は3,783,063千円)となりました。

流動資産は1,308,827千円となり、前年度末と比べ368,167千円減少しております。これは主として現金及び預金

が360,998千円減少したことによるものです。

固定資産は2,057,091千円となり、前年度末と比べ48,976千円減少しております。これは、主として有形固定資産

が109,175千円減少、敷金及び保証金が69,894千円増加したことによるものです。

 
(負債合計)

当連結会計年度末の負債合計は、前年度末に比べ447,651千円減少の3,235,709千円(前年度末は3,683,360千円)と

なりました。

流動負債は1,010,151千円となり、前年度末と比べ158,900千円減少しております。これは、主として支払手形及

び買掛金が37,338千円減少、短期借入金が50,000千円減少、未払法人税等が51,851千円減少したことによるもので

す。

固定負債は2,225,558千円となり、前年度末と比べ288,751千円減少しております。これは、主として長期借入金

が245,410千円減少、リース債務が25,166千円減少したことによるものです。

 
(純資産合計)

当連結会計年度末の純資産合計は、前年度末に比べ30,507千円増加の130,209千円(前年度末は99,702千円)となり

ました。これは、主として新株予約権が20,201千円増加したことによるものです。

 
ｂ．経営成績

(売上高及び売上総利益)

売上高は、前連結会計年度と比べて619,367千円減少し3,852,638千円(前年同期比13.8％減)となりました。

なお、当連結会計年度の売上高及び損益の分析は、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであり

ます。

売上総利益は前連結会計年度と比べて152,589千円減少し1,214,306千円(前年同期比11.2％減)となり、売上

高総利益率は30.6％から31.5％と1.0ポイント増加となりました。

 
(販売費及び一般管理費及び営業利益)

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度と比べて26,065千円増加し1,181,630千円(前年同期比2.3％増)と

なり、売上高に対する比率は25.8％から30.7％と4.8ポイント増加となりました。主な要因は経費の見直し及び

営業強化に伴う経費の増加であります。

この結果、営業利益は前連結会計年度に比べて178,654千円減少し32,675千円(前年同期比84.5％減)となり、

売上高営業利益率は4.7％から0.8％へ3.9ポイント減少となりました。
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(営業外損益及び経常利益)

営業外収益は、前連結会計年度に比べて4,533千円減少し6,383千円(前年同期比41.5％減)となりました。

営業外費用は、前連結会計年度に比べて12,809千円減少し32,489千円(前年同期比28.3％減)となりました。

主な要因は、減価償却費及び開業費償却が減少したことであります。

この結果、経常利益は前連結会計年度と比べて170,378千円減少し、6,569千円(前年同期比96.3％減)となり

ました。

 
(特別損益及び親会社株主に帰属する当期純損益)

特別利益は、前連結会計年度に比べて15,151千円増加し31,614千円(前年同期比92.0％増)となりました。主

な要因は、固定資産売却益が14,972千円増加したことであります。

特別損失は、前連結会計年度に比べて652,318千円減少し18,732千円(前年同期比97.2％減)となりました。主

な要因は、のれん償却額が439,699千円減少、減損損失が209,217千円減少したことであります。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,852,638千円(同13.8％減)、営業利益32,675千円(同84.5％

減)、経常利益6,569千円(同96.3％減)、親会社株主に帰属する当期純利益4,928千円(前年同期は親会社株主に

帰属する当期純損失504,840千円)となりました。

 
当社グループの経営に影響を与える大きな要因としては、「３　事業等のリスク」に記載のとおりでありま

す。

特に、当社グループの扱う廃棄物は、多くが建設現場から排出される建設系の産業廃棄物であるため、景気変

動や不動産市況等によって建設業界や住宅建設業界の工事量の変動がある場合、あるいは需要減少等様々な要因

によって同業者との価格競争に巻き込まれた場合には、経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社

グループ経営陣は現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めております

が、ここ数年の世界的な資源の循環利用に関する注目度に鑑みますと、多方面からの業界参入が考えられ、当社

グループを取り巻く事業環境はさらに厳しさを増すことが予想されます。

そのような中、当社グループは「素材再生企業として新しい産業を創出し、社会の持続的発展に寄与すること

を目指す」ことを経営理念として、枯渇性資源に依存しない事業構造を構築することによって、持続可能な社会

の実現に貢献し、顧客や株主、取引先をはじめとする関係者の皆様との信頼関係を確立してまいります。

かかる問題意識のもと、当社グループの経営陣は、①再生原料製造のための廃棄物の安定的確保、②新規事業

の推進及びリサイクル技術の向上、③企業運営の人的財的基盤の強化を図り、「１　経営方針、経営環境及び対

処すべき課題等」に記載した具体的事業展開を実現していく所存であります。

 
セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は「(1) 経営成績等の状況の

概要　①　財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。

(素材ビジネス)

セグメント資産は、主に製品在庫及び減損を含む固定資産の減少により、前連結会計年度末に比べ133,106千円

減少の1,493,280千円となりました。

 
(資源ビジネス)

セグメント資産は、主に親会社への配当金の支払により、前連結会計年度末に比べ668,142千円減少の

1,721,758千円となりました。
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②　キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては「(1) 経営成績等の状況の概要　②　キャッシュ・フローの

状況」に記載のとおりであります。

 
資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。

当社グループの事業活動における運転資金需要の主なものは当社グループの各事業における地代家賃、水道光

熱費、支払処分費、外注費、一般管理費等があります。また、設備資金需要としては素材ビジネスにおける設備

投資等があります。

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につき

ましては、金融機関からの長期借入を基本としております。

なお、当連結会計年度末における借入金、リース債務及び割賦未払金を含む有利子負債の残高は2,658,765千円

となっており、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は498,518千円となっております。

 
③　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成にあたりまして損益又は資産の状況に影響を与える見積りの判断は、一定

の会計基準の範囲内において過去の実績やその時点での入手可能な情報に基づき合理的に行っておりますが、実

際の結果はこれらの見積りとは異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表作成にあたり採用した会計方針は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　

(1) 連結財務諸表　注記事項　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。

なお、連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりで

す。

ａ．棚卸資産の評価

当社は、棚卸資産については、回転期間及び滞留期間に応じた収益性の低下に基づく簿価切り下げ額の測定

を行っております。将来、正味売却可能価額がさらに低下した場合または陳腐化資産が増加した場合、測定に

基づき、追加の評価減が必要となる場合があります。

 
ｂ．繰延税金資産の回収可能性

当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、

回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回

収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少し

た場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

 
ｃ．固定資産の減損処理

当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グ

ループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測

定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条

件や仮定に変更が生じ減少した場合、減損処理が必要となる場合があります。

 
５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６ 【研究開発活動】

当社グループでは付加価値向上と製品用途の多様化を目的とした再生樹脂の高純度化及び、新規事業分野への進出

を目的とした独自のリサイクル技術の開発に関する研究開発を行っております。

なお、研究開発費については、素材ビジネスを中心に当連結会計年度において31,138千円を計上しており、具体的

な研究内容は以下のとおりです。

 
(1) 研究開発体制

①　社内における研究体制

研究開発活動に従事する専門部署として研究開発部を設置し、千葉県富津市のリファインバースイノベーショ

ンセンター及び千葉県船橋市に新たに立ち上げた研究開発施設であるCOCo Lab.にて研究を進めております。

 
②　社外との協力による研究開発体制

当社にて実施している研究開発に加えて社外の企業及び大学などのアカデミー機関と連携することで研究開発

から事業化に向けての機能を強化しております。当社で再資源化された様々な素材を実際のユーザーでもある企

業に提供することで、品質面やコストの課題を明確にすることや素材の活用方法を共同で検討することなどによ

り、研究開発の成果としての事業化への実現可能性を高めるための協力体制を築いております。

 
(2) 主要な研究開発テーマと成果

①　素材化技術開発

複合素材製品を構成素材ごとに分離する技術開発を進めております。当社のこれまでのコア技術である機械的

処理では省エネルギー・短プロセスの独自開発技術によりカーペットタイルの再資源化を低コストで処理するこ

とを可能としたことで事業が成長してまいりました。

さらに、機械的処理に化学的処理技術を組み合わせた低コストでより付加価値の高い素材へと再資源化する技

術開発を行う事で、使用済みの漁網・ロープなどの漁具類や複合素材の自動車用エアバッグを原料とした安定的

かつ高品質な再生ナイロン樹脂「REAMIDE®」(リアミド)の量産化が可能となった結果、本技術を活用したライセ

ンス供与による海外での事業展開も行われるようになりました。

また、新たな素材開発として鳥の羽根「フェザー」を原料とし、その主成分であるタンパク質「ケラチン」に

特殊な加工を加えた新しいバイオ素材『ReFEZER』の開発を進めており、従来のニーズ型開発だけではなくシーズ

型開発にも積極的に取り組んでおります。

このように、独自の機械的処理技術の開発のみでなく新たに化学的処理技術も組み合わせたハイブリッド技術

の開発を進める事で、再生素材製品の高付加価値化が実現できるだけでなく、これまでリサイクルが困難であっ

た廃棄物の再資源化が可能、つまりコスト競争力のある素材製造かつ新たな事業領域の拡大が可能となり収益の

拡大に寄与することなるため、今後も継続して素材化技術開発には積極的な研究開発を継続する予定です。

 
②　調合／成形技術開発

素材化技術によって構成素材ごとに分離された素材を、製品化するための調合及び成形技術開発を進めており

ます。混合圧縮成形技術では様々な要求品質に応じて微粉体形状の各種原料を調合し、かつ低コストで混合圧縮

成形することにより、鉄鋼メーカーで使用されている製鋼副資材の製造を実現。これらの新たな技術開発は事業

領域の拡大だけでなく既存事業の原価低減にも寄与し、カーペットタイル再資源化プロセスから産出される繊維

部分の約半分は廃棄物燃料用原料として廉価で販売あるいは、当社グループが処分費用を払ってサーマルリサイ

クル処理委託もしくは最終処分場にて埋め立て処理していたものが、圧縮成形技術により製鋼副資材の原料とし

て活用されるようになりました。

また、ナイロン樹脂のコンパウンド技術についても日東化工社から継承した技術をベースに当社技術として着

実に定着させたことで、継続して各種廃棄物から素材化されるナイロン樹脂を高付加価値化するための技術的基

盤が構築されております。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額はリースを含めて142,676千円であり、セグメント別の設備投資の概要は以下のと

おりであります。

 
(素材ビジネス)

素材ビジネスにおいて71,785千円の設備投資を実施しました。

主として、製品グレードアップに伴う設備強化の機械装置42,971千円を取得しております。

 
(資源ビジネス)

資源ビジネスにおいて53,990千円の設備投資を実施しました。

主としてトラックのリース資産42,411千円を取得しております。

 
２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備(無形固定資産を含む)は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

       2024年６月30日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(人)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

工具、
器具及び
備品

土地
(面積㎡)

リース
資産

その他 合計

本社
(東京都千代田区)

全社(共通) 本社機能 7,451 20,661 4,181 － － 866 33,162 28(-)

COCo Lab.
(千葉県船橋市)

全社(共通) 研究開発 233 15,723 1,418 － － － 17,376 1(-)
 

(注) １．従業員数の(　)は、臨時雇用者数を外書きしております。

２．上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
 

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 面積(㎡) 年間賃借料(千円)

COCo Lab.
(千葉県船橋市)

全社(共通) 研究施設 45.50 2,192
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(2) 国内子会社

        2024年６月30日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(人)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

工具、
器具及び
備品

土地
(面積㎡)

リース
資産

その他 合計

リファイン
バース株式
会社

本社
(東京都
千代田区)

資源
ビジネス
素材
ビジネス

本社機能 － － 590 － － 2,460 3,051 34(1)

リファイン
バース株式
会社

千葉工場
(千葉県
八千代市)

素材
ビジネス

切削機・
分級機・
充填機

608 6,418 1,186 － － － 8,212 13(8)

リファイン
バース株式
会社

RIVIC
(千葉県
富津市)

素材
ビジネス

粉砕機・
分級機・
充填機

514,884 95,139 164 － 6,732 735 617,656 9(1)

リファイン
バース株式
会社

一宮工場
(愛知県
一宮市)

素材
ビジネス

裁断機・
脱水機・
乾燥機・
押出機

0 0 0 － 0 0 0 10(8)

株 式 会 社
ジーエムエ
ス

本社
(東京都
千代田区)

資源
ビジネス
全社(共通)

本社機能 － 0 0 － － 4,437 4,437 50(-)

株 式 会 社
ジーエムエ
ス

ＴＡＣＳ３
(東京都
大田区)

資源
ビジネス

破砕機 7,683 27,252 5,314 － 17,694 － 57,944 24(-)

株 式 会 社
ジーエムエ
ス

リファイン
１
(東京都
葛飾区)

資源
ビジネス

破砕機 7,593 23,923 1,031
102,100
(390.00)

55,882 － 190,530 10(-)

株式会社コ
ネクション

本社
(東京都
足立区)

資源
ビジネス

破砕機 281,135 48,400 772
422,917

(1,449.50)
54,540 1,866 809,632 14(-)

リファイン
マテリアル
株式会社

本 社 及 び
RIVIC
(千葉県
富津市)

素材
ビジネス

粉砕機・
分級機・
充填機

13,957 54,352 54 － － － 68,364 8(8)

 

(注) １．千葉工場において、現在休止中の設備が存在しております。

２．従業員数の(　)は、臨時雇用者数を外書きしております。

３．上記の金額には資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額は含まれておりません。

４．上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
 

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 土地面積(㎡) 年間賃借料(千円)

千葉工場
(千葉県八千代市)

素材ビジネス 土地及び建物 3,948.21 51,804

RIVIC
(千葉県富津市)

素材ビジネス 土地 32,404.49 14,283

一宮工場
(愛知県一宮市)

素材ビジネス 土地及び建物 4,509.60 19,352
 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設

備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定にあたってはグループ会議において提出会社を

中心に調整をはかっております。

なお、重要な設備の除却等は該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000

計 10,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2024年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年９月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,348,421 3,348,421
東京証券取引所
グロース市場

権利内容に何ら権限のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は100株であ
ります。

計 3,348,421 3,348,421 － －
 

(注)　「提出日現在発行数」欄には、2024年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第２回新株予約権

 

決議年月日 2021年１月22日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員　　　　３
子会社役員　　　　２
子会社従業員　　　47

新株予約権の数(個)　※ 68

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※
普通株式　6,800

(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 3,414(注)２

新株予約権の行使期間　※
自　2021年７月１日
至　2027年12月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額(円)　※

発行価格　 　　3,414
資本組入額 　　1,707

新株予約権の行使の条件　※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受
けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ (注)４
 

※　当事業年度の末日(2024年６月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年８月31日)に

おいて、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記

載を省略しております。
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(注) １．当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あた

りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は

切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割

前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合

前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、

株式分割の場合は会社法第183条第２項第１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合

は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後の株式数＝調整前の株式数×分割・併合の比率
 

当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式

交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約

権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

２．当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を

次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適

用時期は、(注)１の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後の行使価額＝調整前の行使価額×
１

分割・併合の比率
 

当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以

下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを

除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求

権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づ

き又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同

じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使

価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、上記にお

ける「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請

求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及び

取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引

所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

また、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、そ

れ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第１項第２号が適用さ

れる場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後の行使価額＝調整前の行使価額×
新発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新発行株式数
 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①　「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数

及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株

式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普

通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動す

る場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②　当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する

自己株式の数」と読み替えるものとする。

③　当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、

発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる

普通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

３．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」

という。)について「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生して

いないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社

が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも

のとする。

③　権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付され

る株式数は整数でなければならず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられな

いものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
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４．当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の

権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社

若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。

以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但

し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画

において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に

準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算

定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 譲渡制限について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を

要するものとする。

(8) 組織再編成行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

 
第４回新株予約権

 

決議年月日 2021年１月22日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員　　　　７
当社子会社役員　　２
当社子会社従業員　75

新株予約権の数(個)　※ 305

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※ 普通株式　30,500(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 1,221(注)２

新株予約権の行使期間　※
自　2022年12月19日
至　2027年12月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額(円)　※

発行価格　　　1,221
資本組入額　　　610

新株予約権の行使の条件　※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受
けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ (注)４
 

※　当事業年度の末日(2024年６月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年８月31日)に

おいて、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記

載を省略しております。

(注) １．当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あた

りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は

切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割

前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合

前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、

株式分割の場合は会社法第183条第２項第１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合

は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
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当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式

交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約

権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

２．当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を

次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適

用時期は、(注)１の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
 

当社が、(ⅰ)上記に定める行使価額(但し、上記に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意

味する。)を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義

する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除

く。)、又は(ⅱ)上記に定める行使価額を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在

株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは

当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意

味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約

権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株

式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外

の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第１項第２号が適用される場合は、同

号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新発行株式数
 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①　「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数

及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株

式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普

通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動す

る場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②　当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する

自己株式の数」と読み替えるものとする。

③　当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、

発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる

普通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

３．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」

という。)について「当社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生してい

ないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が

特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも

のとする。

③　権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付され

る株式数は整数でなければならず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられな

いものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

４．当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の

権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社

若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。

以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但

し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画

において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に

準じて決定する。
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(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算

定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8) 組織再編成行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

 
第５回新株予約権

 

決議年月日 2022年９月16日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役　　　３

新株予約権の数(個)　※ 300

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※ 普通株式　30,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 2,000(注)２

新株予約権の行使期間　※
自　2028年10月１日
至　2032年10月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額(円)　※

発行価格　　　2,000
資本組入額　　1,000

新株予約権の行使の条件　※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受
けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ (注)４
 

※　当事業年度の末日(2024年６月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年８月31日)に

おいて、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記

載を省略しております。

(注) １．当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あた

りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は

切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割

前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合

前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、

株式分割の場合は会社法第183条第２項第１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合

は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
 

当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場

合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、

当社は適当と認める本新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

２．当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を

次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適

用時期は、第２項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
 

EDINET提出書類

株式会社リファインバースグループ(E36478)

有価証券報告書

 39/119



 

当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以

下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴

うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等

(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の

請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味す

る。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権に

ついて行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。な

お、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若し

くは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式

等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とす

る。平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

また、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、そ

れ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第１項第２号が適用さ

れる場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新発行株式数
 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①　「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数

及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株

式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普

通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動す

る場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②　当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する

自己株式の数」と読み替えるものとする。

③　当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、

発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる

普通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、2028年６月期の営業利益が850百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使す

ることができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される

連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するもの

とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

②　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項に定める取得事由が

発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但

し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも

のとする。

④　権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付され

る株式数は整数でなければならず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられな

いものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

４．当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利

者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し

くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下

総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下

記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において

定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の目的である株式数に組織再編行為の比率を乗じた数を目的である株式

数とする新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に準

じて決定する。
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(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定

方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 譲渡制限について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を

要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

 
第６回新株予約権

 

決議年月日 2022年９月16日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員　　　　13
当社子会社取締役　２
当社子会社従業員　31

新株予約権の数(個)　※ 243

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)　※ 普通株式　24,300(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 2,075(注)２

新株予約権の行使期間　※
自　2024年９月17日
至　2028年９月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
格及び資本組入額(円)　※

発行価格　　　2,075
資本組入額　　1,037

新株予約権の行使の条件　※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項　※
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受
けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ (注)４
 

※　当事業年度の末日(2024年６月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年８月31日)に

おいて、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記

載を省略しております。

(注) １．当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその１個あた

りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１株の100分の１未満の端数は

切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割

前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合

前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、

株式分割の場合は会社法第183条第２項第１号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合

は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
 

当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場

合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本

新株予約権１個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

２．当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を

次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適

用時期は、(注)１の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
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当社が、(ⅰ)時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以

下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴

うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等

(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の

請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味す

る。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権に

ついて行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。な

お、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若し

くは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式

等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とす

る。平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

また、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、そ

れ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第１項第２号が適用さ

れる場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新発行株式数
 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①　「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数

及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株

式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普

通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動す

る場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②　当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する

自己株式の数」と読み替えるものとする。

③　当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、

発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる

普通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

３．新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第７項に定める取得事由が

発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但

し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも

のとする。

③　権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付され

る株式数は整数でなければならず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられな

いものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

４．当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利

者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若し

くは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下

総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下

記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において

定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の目的である株式数に組織再編行為の比率を乗じた数を目的である株式

数とする新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に準

じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定

方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする。
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(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 譲渡制限について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を

要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年７月２日
(注)１

3,299,821 3,299,821 149,625 149,625 24,296 24,296

2021年７月２日～
2022年６月30日
(注)２

13,000 3,312,821 3,250 152,875 3,250 27,546

2022年７月１日～
2023年６月30日
(注)２

25,400 3,338,221 7,321 160,196 7,321 34,868

2023年７月１日～
2024年６月30日
(注)２

10,200 3,348,421 2,688 162,885 2,688 37,556

 

(注) １．発行済株式総数並びに資本金および資本準備金の増加は、2021年７月２日に単独株式移転により当社が設立

されたことによるものであります。

２．新株予約権の行使による増加であります。

 
(5) 【所有者別状況】

 2024年６月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数　100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 2 14 32 13 6 2,110 2,177 －

所有株式数
(単元)

－ 997 1,526 8,068 1,052 26 21,785 33,454 3,021

所有株式数
の割合(％)

－ 3.0 4.6 24.1 3.1 0.1 65.1 100.0 －
 

(注)　自己株式137株は「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
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(6) 【大株主の状況】

2024年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 350,000 10.45

越智　晶 東京都中央区 326,520 9.75

住江織物株式会社 大阪府大阪市中央区南船場三丁目11番20号 177,000 5.29

ベル投資事業有限責任組合１ 東京都港区虎ノ門四丁目１番40号 142,200 4.25

越智　敏裕 愛媛県今治市 121,000 3.61

稲畑産業株式会社 大阪府大阪市中央区南船場一丁目15番14号 100,000 2.99

越智源株式会社 愛媛県今治市南日吉町一丁目２番14号 95,000 2.84

徳山　教助 兵庫県神戸市北区 92,300 2.76

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目８番１号 70,000 2.09

BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC
(常任代理人　シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店)

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUXELLES,
BELGIUM
(東京都新宿区新宿６丁目27番30号)

49,300 1.47

計 － 1,523,320 45.50
 

(注) １．発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しており

ます。

２．当事業年度における主要株主の異動は以下のとおりであります。なお、金融商品取引法第24条の５第４項及

び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、主要株主の異動に関する臨時報

告書を2024年４月２日に提出しております。

異動のあった主要株主の
氏名又は名称

異動年月日 所有議決権の数
総株主の議決権に

対する割合

三菱ケミカル株式会社 2024年４月２日

異動前 2,500個 7.47％

異動後 3,500個 10.46％
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2024年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

－ －
100

完全議決権株式(その他)
普通株式

33,453 －
3,345,300

単元未満株式
普通株式

－ －
3,021

発行済株式総数 3,348,421 － －

総株主の議決権 － 33,453 －
 

(注)　「単元未満株式」の株式数の欄に自己株式37株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

    2024年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社リファインバース
グループ

東京都千代田区有楽町２丁
目２番１号

100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00
 

(注)　当社は、上記の他、単元未満自己株式37株を保有しております。

 
２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 普通株式
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － － －

その他(－) － － － －

保有自己株式数 137 － 137 －
 

(注)　当期間における保有自己株式数には、2024年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 
３ 【配当政策】

当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけておりますが、現在成長過程にあると考えている

ことから、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズにこたえる

技術・製造開発体制を強化し、さらには事業拡大のため有効な投資を行うことが株主に対する最大の利益還元に繋が

ると考えております。

このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は、新規事業展開のための投資、既存事業

の規模拡大のための必要運転資金として内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、各事業年度の財政状態

及び経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針でありますが、現時点において配当実施の可能性

及びその実施時期等については未定であります。

なお、当社は現在は配当を行っておりませんが、将来的に配当を行う場合は中間配当と期末配当の年２回の剰余金

の配当を実施していく方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定

款に定めております。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、公正かつ透明な企業活動を目指すことを経営の基本方針としております。この方針を実現するため

に、コーポレート・ガバナンスの重要性を十分認識し、経営の透明性・公正性、迅速な意思決定の維持・向上に

努めております。

 
②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役設置会社であり、会社の機関は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関とし

て取締役会を、監査機関として監査役会を設置しております。当社は、これらの法定の機関に加え、企業統治の

強化及び意思決定の透明性と迅速化を図るために事業戦略会議を設置するほか、コンプライアンス委員会を設置

しております。

ａ．会社の機関の基本説明

イ．取締役会

取締役会は、取締役７名で構成され、うち２名が社外取締役であります。取締役会は、毎月１回定期的

に、さらに必要に応じて臨時に開催され経営に関する重要事項を審議・決定しております。また、社内取締

役と異なる客観的視点を経営に活用するため、独立役員である社外取締役を置いております。

取締役会は、本有価証券報告書の提出日時点では、代表取締役社長　越智晶、取締役　瀧澤陵、取締役　

柗村順也、取締役　鈴木諭也、取締役　玉城吾郎、社外取締役　鮫島卓、社外取締役　小室陽一の７名で構

成されており、代表取締役の越智晶が議長を務めております。なお、取締役の任期については１年としてお

ります。

 
ロ．監査役会

監査役会は、監査役３名(うち常勤監査役１名、非常勤監査役２名)で構成され、全員が社外監査役であり

ます。監査役会は、毎月１回定期的に、さらに必要に応じて臨時に開催しております。監査役は、取締役会

に出席するとともに、重要な会議へ出席し、取締役の執行について適宜意見を述べております。また、重要

な決裁書類の閲覧等を行っております。

監査役会は、常勤監査役(社外監査役)　垣本昌久、社外監査役　片岡敬三、社外監査役　丸吉龍一の３名

で構成され、議長は常勤監査役の垣本昌久が務めております。

 
ハ．事業戦略会議

事業戦略会議は、本有価証券報告書の提出日時点では、代表取締役社長　越智晶、取締役　瀧澤陵、取締

役　柗村順也、取締役　鈴木諭也、取締役　玉城吾郎の社内取締役５名と常勤監査役　垣本昌久の１名、計

６名で構成され、代表取締役の越智晶が議長を務めております。原則毎月１回、さらに必要に応じて臨時で

開催され、業務執行の前提となる重要事項を審議し、取締役会に付議しております。

 
ニ．コンプライアンス委員会

当社は、コンプライアンス体制を強化することを目的として、「コンプライアンス委員会」を設置してお

ります。当該委員会は、原則として月に１回開催し、取締役及び従業員に対するコンプライアンス意識の向

上に向けた取り組みを行っております。また、内部通報窓口の設置を周知し、内在する問題の早期発見等に

向けた取り組みを進めております。

 
ホ．内部監査室

当社は代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者１名が内部監査業務を執り行っ

ております。内部監査は各部署に対して年１回以上行えるように監査計画を組み、内部監査結果に関し代表

取締役及び監査役へ適宜報告を行うなど、相互に連携をとり監査業務にあたっております。
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ｂ．会社の機関・内部統制の関係図

 

 
ｃ．当該体制を採用する理由

当社は、独立性の確保された社外監査役２名(うち独立役員１名)からなる監査役会制度を採用しておりま

す。これにより取締役の業務志向の適法性に関する監督を行い、経営の健全性と透明性の維持・向上を図るこ

とにより、適切なコーポレート・ガバナンスを構築できるものと考えております。

 
③　企業統治に関するその他の事項

ａ．内部統制システム整備の状況

内部統制につきましては、当社としては内部統制機能の充実を図り、社内のより高い企業倫理の確立に向け

て努力しており、以下の項目について定められた、業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針を

定めております。

業務の適正を確保するための体制

イ．当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コン

プライアンス規程」に定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底を図る。

(b) コンプライアンス委員会を設置し、法令、定款、社内規程及び行動規範等、職務の執行にあたり遵守す

べき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築す

る。

(c) 定期的に内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

(d) 「内部通報規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行いコンプライアンス

に対する相談機能を強化する。

 
ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて

決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」に基づき、

定められた期間保存するものとする。
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ハ．当社及び子会社の損失の危険(以下「リスク」という。)」の管理に関する規程その他の体制

(a) 当社及び子会社から成る企業集団の経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や

発生の可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行う。

(b) リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め、同規程に

従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を長とする対策本部

を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

 
ニ．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 毎月１回取締役会を開催し、取締役と監査役が出席し重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、

各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。

(b) 環境変化に対応した当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定めるため、連結ベースの中期経営計画

及び単年度予算を策定する。連結経営計画及び連結年度予算を達成するため、「組織規程」、「業務分掌

規程」、「職務権限規程」により、取締役、従業員の責任を明確にし、業務の効率化を徹底する。

 
ホ．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社に対する適切な経営管理を行うものとする。

(b) 連結対象子会社に対しては、定期的に当社内部監査担当より内部監査を実施するとともに、当社監査役

が必要に応じて監査を行い、業務の適正を確保する体制を整備する。

 
ヘ．財務報告の信頼性を確保するための体制

(a) 当社企業グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令に基づ

き、評価、維持、改善等を行う。

(b) 当社及び子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施

し、財務報告の適正性の確保に努める。

 
ト．監査役の職務を補助する従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従

業員に対する指示の実効性確保に関する事項

(a) 監査役から職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、適切な人材を配置するものとし、

配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については相談し、検討する。

(b) 前号の従業員に対する指揮命令権限は、監査役に帰属する。また当該従業員の人事異動及び考課につい

ては、事前に常勤監査役に報告を行い、同意を得ることとする。

 
チ．当社及び子会社の取締役及び従業員、又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体

制

(a) 監査役は、当社取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項に係る報告を受け

る。また子会社を管掌する取締役・従業員からも適宜重要事項に係る報告を受ける。

(b) 監査役は、当社並びに子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ

て担当する取締役又は従業員等にその説明を求める。

(c) 当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼ

すおそれがある事実等を直接報告することができる。

(d) 子会社統括部署は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に損害を及ぼすおそれがある事実等に

ついて、監査役に報告する。

 
リ．上記チの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

(a) 上記チの報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
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ヌ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(a) 監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき必要な支払

いを行う。

 
ル．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 代表取締役社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととする。

(b) 監査役は、内部監査担当者と連携し、監査の実効性を確保する。

(c) 監査役は、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。

(d) 監査役は毎月の監査役会を通じて監査の実効性や改善すべき事項について継続的に検討することとす

る。

 
ヲ．反社会的勢力を排除するための体制

(a) 当社及び子会社は、「コンプライアンス規程」第５条(遵守事項)に基づき、反社会的勢力との関係遮断

に取組むこととする。

(b) 警察当局や暴力団追放運動推進都民センター、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の

共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。

 
ｂ．リスク管理体制の整備の状況

当社は、損失の危機(リスク)について、経営に影響を及ぼす恐れのある経営リスク・事業リスク等を総合的

に認識し、評価する体制を整備するとともに、リスク管理に関する社内規程及びリスク管理体制を体系的に制

定しております。また、リスク管理体制は、経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に対応できる体制

を整備しており、取締役会及び経営会議での意思決定体制及び内部監査、監査役監査、会計監査人監査等の

チェック体制を厳格、適切に運用することにより、リスクを未然に防止することが可能であると考えておりま

す。

また、会計監査人との間では、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、監査人は公

正不偏の立場で監査を実施しております。また、顧問弁護士には、法律上の判断が必要な場合に随時、相談・

確認するなど経営に法律面のコントロール機能が働くようにしております。

 
ｃ．子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況

当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定するとともに、当社の取締役を子会

社の代表取締役として任命しており、当社取締役会においてその職務の執行に関して必要に応じて報告する体

制となっております。

また、子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗管理を行っているほか、当社監査役及

び内部監査担当者は、子会社の重要な業務運営について、法令及び定款に適合しているか、監査を実施し、そ

の結果を当社社長に報告することとなっております。

 
④　取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を原則月１回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとお

りであります。

氏名 開催回数 出席回数

越智　晶 20 20

加志村　竜彦 20 20

瀧澤　陵 20 20

柗村　順也 20 20

堀内　賢一 5 5

鮫島　卓 20 20

小室　陽一 15 15
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小室陽一氏は2023年９月28日開催の第２回定時株主総会で選任されたため、選任後に開催された取締役会のみ

を対象としており、就任以降2024年６月期に開催された取締役会15回のすべてに出席しております。

堀内賢一氏は2023年９月28日開催の第２回定時株主総会をもって退任したため、退任までに開催された取締役

会のみを対象としており、退任までの2024年６月期に開催された取締役会５回のすべてに出席しております。

取締役会における具体的な検討内容は、経営戦略においては中期経営計画、業務執行状況報告及び人的資本戦

略等であり、ガバナンスにおいては、取締役候補者の選任、代表取締役の選定、定時株主総会に関する事項、役

員報酬に関する事項及び内部統制評価報告等であり、決算財務においては、決算、決算説明会資料等を審議いた

しました。

 
⑤　取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間

において、法令に定める要件について該当する場合には、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令で定める限度額の範囲としております。

 
⑥　役員等賠償責任保険契約について

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者である役員等がその

職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損

害について填補することとされております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因し

て生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め会社が全額負担してお

り、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額ま

での損害については填補の対象としないこととされております。

 
⑦　取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 
⑧　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

 
⑨　取締役会で決議できる株主総会決議事項

ａ．当社は、剰余金の配当(中間配当)について、法令の別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず

取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当(中間配当)を取締役会の権限

とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 
ｂ．当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる

旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、

市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 
ｃ．当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによ

る取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度

において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監

査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 
⑩　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定

めております。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
越智　晶 1970年12月21日

  

1993年４月 株式会社ノエビア入社

2000年４月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップ

メンツ入社

2002年５月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエ

ス)取締役(非常勤)

2003年５月 同社　取締役副社長

2003年12月 リファインバース株式会社設立　代表取

締役社長(現任)

2006年９月 インバースプロダクツ株式会社(現株式会

社ジーエムエス)　取締役

2008年９月 同社　代表取締役社長

2012年９月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエ

ス)代表取締役社長

2013年５月 建設廃棄物協同組合　監事

2014年９月 株式会社ジーエムエス　取締役会長

2016年９月 同社　取締役

2017年５月 リファインマテリアル株式会社　取締役

2019年11月 同社　代表取締役社長(現任)

2021年７月 当社　代表取締役社長(現任)
  

(注)３ 326,520

取締役 瀧澤　陵 1979年10月12日

  

2001年９月 株式会社御美商(現株式会社ジーエムエ

ス)入社

2006年６月 同社　運行管理部部長

2010年４月 同社　営業部部長兼運行管理部部長

2010年９月 同社　取締役

2014年９月 リファインバース株式会社　取締役

2014年９月 株式会社ジーエムエス　代表取締役社長

2019年７月 同社　取締役(現任)

2019年７月 リファインバース株式会社　取締役　人

事総務部長

2020年７月 同社　取締役　人事部長

2021年７月 当社　取締役　人事・総務部長

2022年７月 当社　取締役　人事部長

2022年７月 リファインバース株式会社　資源ビジネ

ス部長(現任)

2022年７月 株式会社コネクション　取締役(現任)

2024年１月 当社　取締役(現任)
  

(注)３ 10,000

取締役 柗村　順也 1979年９月28日

  

2005年４月 リファインバース株式会社入社

2013年12月 同社　開発部開発課長兼製造部次長

2014年９月 同社　取締役　研究開発部長

2017年５月 リファインマテリアル株式会社　代表取

締役社長

2019年７月 同社　取締役(現任)

2019年７月 リファインバース株式会社　取締役　事

業開発部　研究開発　部長

2021年７月 当社　取締役　事業開発部研究開発　部

長

2021年７月 リファインバース株式会社　取締役　ソ

リューション事業部長

2022年７月 同社　取締役　ソリューション部長(現

任)

2024年７月 当社　取締役　開発部長(現任)
  

(注)３ 1,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 鈴木　諭也 1961年10月７日

  

1985年４月 大同特殊鋼株式会社入社

2002年12月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2013年１月 デロイト トーマツ コンサルティング合

同会社入社

2020年１月 リファインバース株式会社入社

2021年７月 当社　経営企画部長

2024年９月 当社　取締役　経営企画部長(現任)
  

(注)３ 1,800

取締役 玉城　吾郎 1984年１月８日

  

2007年４月 東レ株式会社入社

2016年７月 リファインバース株式会社入社

2019年７月 同社　高機能樹脂事業部　事業部長

2023年７月 同社　取締役　素材ビジネス部長(現任)

2024年９月 当社　取締役(現任)
  

(注)３ 500

取締役 鮫島　卓 1957年１月４日

  

1981年４月 東京リース株式会社入社

1991年１月 国際ファイナンス株式会社(現ＡＧキャピ

タル株式会社)入社

2004年９月 リファインバース株式会社　社外取締役

2008年６月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株

式会社(現ＡＧキャピタル株式会社)代表

取締役社長

2021年７月 当社　社外取締役(現任)

2022年４月 ＡＧキャピタル株式会社　会長(現任)
  

(注)３ －

取締役 小室　陽一 1969年12月24日

  

1992年４月 住江織物株式会社入社

2002年６月 株式会社スミノエ出向

2018年７月 同社　開発部　東日本開発部次長

2020年２月 同社　開発部　東日本開発部部長(現任)

2023年９月 当社　社外取締役(現任)
  

(注)３ －

監査役

(常勤)
垣本　昌久 1961年３月25日

  

1984年４月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株

式会社)入社

1990年12月 IMD経営大学院(スイス・ローザンヌ)にて

ＭＢＡ取得

2002年７月 三菱化学ポリエステルフィルム株式会

社　ＣＥＯオフィス室長

2007年４月 米国三菱化学ポリエステルフィルム　副

社長

2011年４月 三菱樹脂株式会社(現三菱ケミカル株式会

社)電子・産業フィルム事業部長

2016年４月 同社　取締役執行役員　高機能フィルム

所管

2017年４月 三菱ケミカル株式会社　常務執行役員　

高機能フィルム部門長

2018年４月 同社　常務執行役員　研究開発・知的財

産部門所管　兼　横浜研究所長

2021年４月 同社　常務執行役員　イノベーション所

管

2022年４月 株式会社三菱ケミカルホールディング

ス　経営企画部長

2023年４月 当社　特別顧問

2023年４月 ユニバーサル　マテリアルズ　インキュ

ベーター株式会社　エグゼクティブアド

バイザー(現任)

2023年９月 当社　常勤社外監査役(現任)

2024年４月 学校法人桐蔭学園　理事法人事務局長

（現任）
  

(注)４ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役

(非常勤)
片岡　敬三 1943年３月24日

  

1994年３月 有限会社マーキュリー　代表取締役

2000年７月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ　

取締役

2000年８月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップ

メンツ　監査役

2000年10月 有限会社有機市場　監査役

2001年５月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップ

メンツ　ＣＦＯ

2004年６月 ケンコーコム株式会社　社外監査役

2005年２月 有限会社カスタネットクラブ　取締役

2005年６月 株式会社ホスピタルマネジメント研究

所　監査役(現任)

2006年１月 リアルコム株式会社　社外監査役

2007年６月 日本調剤株式会社　社外監査役

2007年６月 ケンコーコム株式会社　取締役

2011年６月 同社　常勤監査役

2014年９月 リファインバース株式会社　社外監査役

2015年６月 株式会社ウォーターダイレクト　監査役

2016年５月 有限会社マーキュリー　取締役

2021年７月 当社　社外監査役(現任)
  

(注)４ 750

監査役

(非常勤)
丸吉　龍一 1976年６月３日

  

2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人

トーマツ)入所

2006年５月 公認会計士登録

2010年２月 公認会計士丸吉龍一事務所開設　代表(現

任)

2011年８月 税理士登録

2012年２月 ライブラ税理士法人設立　代表(現任)

2014年９月 リファインバース株式会社　社外監査役

2021年７月 当社社外監査役(現任)
  

(注)４ －

計 340,570
 

(注) １．取締役鮫島卓及び小室陽一は、社外取締役であります。

２．監査役垣本昌久、片岡敬三及び丸吉龍一は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．所有株式数については、2024年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。

 
②　社外役員の状況

ａ．社外取締役の状況

当社では、社外取締役２名を選任しております。

社外取締役鮫島卓は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同

氏は、ＡＧキャピタル株式会社の会長であります。経営者として経験を有しており、内部統制やコンプライア

ンスに関して的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。また、当社との利害関係がなく東

京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独

立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

社外取締役小室陽一と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同

氏が所属する住江織物株式会社は当社の株式を保有しており、また、株式会社スミノエはその住江織物株式会

社の子会社で、当社からの製品購入等の取引がありますが、同氏と当社が直接利害関係を有するものではあり

ません。同氏は、大手企業の製品製造の開発に関し豊富な経験を有し、当社の製造業務に関し的確な助言及び

意見が期待されることから選任しております。

当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化

しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイ

スを受けております。
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ｂ．社外監査役の状況

当社では、社外監査役３名を選任しております。

社外監査役垣本昌久は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社のエグゼクティブアドバイザー及び桐蔭学園理

事法人事務局長を兼任しております。当社は、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありませ

ん。同氏がこれまで培ってきた企業経営における豊かな経験と高い見識により当社監査体制の強化が図れるこ

とを期待して選任しております。

社外監査役片岡敬三は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、株式会社ホスピタルマネジメント研究所監査役を兼任しております。当社は、同社との人的関係、資

本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた監査役としての経験により当社監査体制

の強化が図れることを期待して選任しております。

社外監査役丸吉龍一は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため選任しておりま

す。また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益

相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執

行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。

社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計

監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、

迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門

には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っておりま

す。

 
ｃ．社外役員を選任するための独立性に関する基準並びに社外役員の選任状況に関する当社の考え方

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は社外役員の選任方針は定め

ておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており

ます。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及

び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人

材を選任しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

EDINET提出書類

株式会社リファインバースグループ(E36478)

有価証券報告書

 55/119



 

(3) 【監査の状況】

①　監査役監査の状況

当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議

へ出席するとともに、業務執行及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務執行を検証、監視しております。

監査役会の活動状況は、「(1) ②ａ．会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。

常勤監査役の活動内容としては、業務監査の一環として、取締役会及び重要な社内会議への出席、棚卸への立

ち会いのほか、決裁済みの稟議書全件に目を通し、社内の決裁手続きに瑕疵や不備がないかなどをチェックし、

必要に応じて関係者への聴取を行うなど、精力的かつ能動的に活動しております。

また、内部統制システムの有効性を高めるために、内部監査室及び会計監査人と定期的に打合せを行い、監査

状況などについて情報交換を行うなど、連携を図っております。

なお、社外監査役丸吉龍一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。

当事業年度においてリファインバースグループは監査役会を15回開催しており、常勤監査役垣本昌久氏は監査

役就任後開催された監査役会11回すべてに出席し、社外監査役片岡敬三氏は開催回数15回のすべてに出席、社外

監査役丸吉龍一氏は開催回数15回中14回出席しております。

 
②　内部監査の状況

当社は代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者１名が内部監査業務を執り行ってお

ります。内部監査は各部署に対して年１回以上行えるように監査計画を組み、内部監査結果に関し代表取締役及

び監査役へ適宜報告を行うなど、相互に連携をとり監査業務にあたっております。

内部監査担当者、監査役及び会計監査人との間で、必要に応じて意見交換等を行うなど連携をとり、監査の実

効性の向上を図っております。

 
③　会計監査の状況

ａ．監査法人の状況

かなで監査法人

 
ｂ．継続監査期間

１年

 
ｃ．業務を執行した公認会計士

白井正氏及び髙村藤貴氏

 
ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、試験合格者１名、その他９名により構成されており

ます。

 
ｅ．監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定方針は、特に定めておりませんが、監査法人に必要とされる独立性、専門性並びに当社の事

業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案し、選任しております。

なお、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障

がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、

取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役

は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監

査役等の実務指針」等を参考に、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理

等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。

 
ｇ．監査法人の異動

当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。

第２期（自 2022年７月１日　至 2023年６月30日）　應和監査法人

第３期（自 2023年７月１日　至 2024年６月30日）　かなで監査法人

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

 
１．提出理由

当社は、2023年８月31日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項の監査証

明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議し、同日の取締役会にて、2023年９月28日開催予

定の第２回定時株主総会において「会計監査人選任の件」について付議することを決議いたしましたので、

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定に

基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２．報告内容

(1）当該異動に係る監査公認会計士等の名称

①　選任する監査公認会計士等の名称

かなで監査法人

②　退任する監査公認会計士等の名称

應和監査法人

(2）当該異動の年月日

2023年９月28日（第２回定時株主総会開催予定日）

(3）退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2019年９月25日

（注）当社は、2021年７月２日にリファインバース株式会社が単独株式移転の方法により設立した持株会

社であり、上記就任日はリファインバース株式会社における就任時期を記載しております。

(4）退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5）当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

会計監査人である應和監査法人より、当社の管理体制に起因した監査日数が当初見込みより大幅に増加

していることから、当社が希望する監査報酬での継続は困難である旨の申し出がありました。その後当社

の希望する監査報酬額の合意に至らなかったため、複数の監査法人との面談を続け、この度候補の監査法

人を決定するに至りました。これにより、2023年９月28日開催予定の第２回定時株主総会の終結の時を

もって任期満了に伴い退任することとし、新たにかなで監査人を選任することとしたものであります。な

お、かなで監査法人の品質管理体制は当社の監査を実施するのに十分であると判断しております。

(6）上記(5)の理由及び経緯に対する意見

①　退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

②　監査役会の意見

妥当であると判断しております。
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④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 33,000 － 39,500 7,000

連結子会社 － － － －

計 33,000 － 39,500 7,000
 

(注) １．上記以外に、当連結会計年度において前会計監査人である慶和監査法人に対し、前連結会計年度に係る追加

報酬が8,798千円あります。

２．当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である、監

査受託のための調査についての対価7,000千円であります。

 
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ａ．を除く)

該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ｄ．監査報酬の決定方針

監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日

数、事業の規模・特性等を勘案した監査公認会計士等の見積りに基づき、精査を行い決定しております。

 
ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をし

た理由は、会計監査人より提示された監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった

算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当なものであると判断したためであります。
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(4) 【役員の報酬等】

①　役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、役員の報酬

等は、固定報酬、ストック・オプション報酬としております。固定報酬は、取締役及び監査役を対象として、優

秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年９月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限

度額については、年額500百万円の範囲内、また、監査役の報酬限度額は、年額50百万円の範囲内としておりま

す。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、

取締役の報酬については、個別の責任範囲や会社に対する貢献度等を総合的に勘案し、社外取締役の関与・助言

を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じて決定しております。また、監査役の報酬については、常勤又

は非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。

 
②　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬
ストックオプショ

ン
賞与

取締役
(社外取締役を除く。)

72,600 72,600 － － 5

監査役
(社外監査役を除く。)

900 900 － － 1

社外役員 9,900 9,900 － － 4
 

(注) １．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、2022年９月28日開催の定時株主総会において、年額５億円以内(但し、使用人分給

与は含まない。)と決議いただいております。当該決議時に対象とされていた取締役の員数は、７名(社外取

締役含む)であります。

３．監査役の報酬限度額は、2022年９月28日開催の定時株主総会において、年額５千万円以内と決議いただいて

おります。当該決議時に対象とされていた監査役の員数は、３名(社外監査役含む)であります。

４．取締役の員数は社外取締役を含め６名ですが、無支給者が２名いる一方、期中退任役員が１名、子会社取締

役に対する支給者が１名おります。

 
③　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額

当社では、報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
④　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として

保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株

式)に区分しております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会

社)であるリファインバース株式会社については以下のとおりであります。

 

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 1 0 1 0
 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式 － － －
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第５ 【経理の状況】

 
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2023年７月１日から2024年６月30日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2023年７月１日から2024年６月30日まで)の財務諸表について、かなで監査法人によ

る監査を受けております。

 
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等の行う研

修・セミナー等に参加して、各種情報を取得しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2023年６月30日)

当連結会計年度
(2024年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 ※１  872,955 ※１  511,956

  受取手形 2,927 1,713

  電子記録債権 8,545 14,994

  売掛金 518,474 495,291

  契約資産 － 14,784

  商品及び製品 163,359 133,328

  仕掛品 30,905 24,298

  原材料及び貯蔵品 44,466 37,354

  前払費用 27,641 30,686

  未収還付法人税等 7,217 29,477

  未収消費税等 － 1,678

  その他 3,785 15,775

  貸倒引当金 △3,282 △2,512

  流動資産合計 1,676,994 1,308,827

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※１  1,267,349 ※１  1,269,682

   機械装置及び運搬具 ※１  1,238,489 ※１  1,290,033

   工具、器具及び備品 111,159 102,995

   土地 ※１  520,100 ※１  520,100

   リース資産 459,829 340,987

   建設仮勘定 4,584 －

   減価償却累計額 △1,697,065 △1,728,527

   有形固定資産合計 1,904,447 1,795,271

  無形固定資産 15,092 12,027

  投資その他の資産   

   投資有価証券 20,000 20,000

   繰延税金資産 51,413 47,892

   敷金及び保証金 123,002 192,896

   出資金 660 670

   その他 19,341 22,758

   貸倒引当金 △27,888 △34,425

   投資その他の資産合計 186,529 249,791

  固定資産合計 2,106,068 2,057,091

 資産合計 3,783,063 3,365,918
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2023年６月30日)

当連結会計年度
(2024年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 189,384 152,046

  短期借入金 100,000 50,000

  １年内返済予定の長期借入金 ※１  481,980 ※１  475,224

  リース債務 71,316 65,613

  未払金 95,358 104,540

  未払費用 93,388 108,032

  未払法人税等 62,898 11,047

  未払消費税等 48,521 26,273

  賞与引当金 3,868 －

  受注損失引当金 13,224 690

  その他 ※２  9,110 ※２  16,683

  流動負債合計 1,169,051 1,010,151

 固定負債   

  長期借入金 ※１  2,204,074 ※１  1,958,664

  リース債務 134,431 109,264

  繰延税金負債 8,599 53

  資産除去債務 156,653 157,575

  その他 10,551 －

  固定負債合計 2,514,309 2,225,558

 負債合計 3,683,360 3,235,709

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 160,196 162,885

  資本剰余金 201,080 203,768

  利益剰余金 △305,804 △300,876

  自己株式 △251 △251

  株主資本合計 55,220 65,526

 新株予約権 44,481 64,682

 純資産合計 99,702 130,209

負債純資産合計 3,783,063 3,365,918
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自　2022年７月１日
　至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
　至　2024年６月30日)

売上高 ※１  4,472,006 ※１  3,852,638

売上原価 ※２,※３  3,105,110 ※２,※３  2,638,332

売上総利益 1,366,895 1,214,306

販売費及び一般管理費 ※４,※５  1,155,565 ※４,※５  1,181,630

営業利益 211,329 32,675

営業外収益   

 受取利息 29 15

 受取配当金 11 11

 助成金収入 3,450 3,421

 受取賃貸料 2,259 －

 保険解約金 － 2,166

 その他 5,165 769

 営業外収益合計 10,916 6,383

営業外費用   

 支払利息 28,438 31,889

 減価償却費 9,915 －

 開業費償却 3,936 －

 その他 3,007 599

 営業外費用合計 45,298 32,489

経常利益 176,947 6,569

特別利益   

 固定資産売却益 ※６  15,534 ※６  30,507

 新株予約権戻入益 928 1,107

 特別利益合計 16,463 31,614

特別損失   

 固定資産除却損 ※８  6,838 ※８  3,261

 固定資産売却損 ※７  0 －

 減損損失 ※９  223,303 ※９  14,086

 のれん償却額 ※９  439,699 －

 その他 1,208 1,385

 特別損失合計 671,051 18,732

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△477,639 19,451

法人税、住民税及び事業税 75,409 19,547

法人税等調整額 △48,208 △5,023

法人税等合計 27,201 14,523

当期純利益又は当期純損失（△） △504,840 4,928

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

△504,840 4,928
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自　2022年７月１日
　至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
　至　2024年６月30日)

当期純利益又は当期純損失（△） △504,840 4,928

包括利益 △504,840 4,928

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △504,840 4,928

 非支配株主に係る包括利益 － －
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

 (単位：千円)

 
株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 152,875 193,758 199,036 △37 545,632 24,425 570,058

当期変動額        

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △504,840  △504,840  △504,840

新株の発行

（新株予約権の行使）
7,321 7,321   14,643 △934 13,709

自己株式の取得    △214 △214  △214

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
    － 20,989 20,989

当期変動額合計 7,321 7,321 △504,840 △214 △490,411 20,055 △470,356

当期末残高 160,196 201,080 △305,804 △251 55,220 44,481 99,702
 

 

当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

 (単位：千円)

 
株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 160,196 201,080 △305,804 △251 55,220 44,481 99,702

当期変動額        

親会社株主に帰属する

当期純利益
  4,928  4,928  4,928

新株の発行

（新株予約権の行使）
2,688 2,688   5,377 △1,241 4,136

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
    － 21,442 21,442

当期変動額合計 2,688 2,688 4,928 － 10,305 20,201 30,507

当期末残高 162,885 203,768 △300,876 △251 65,526 64,682 130,209
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自　2022年７月１日
　至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△477,639 19,451

 減価償却費 288,703 224,395

 のれん償却額 488,554 －

 減損損失 223,303 14,086

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,223 5,767

 受取利息及び受取配当金 △40 △26

 支払利息 28,438 31,889

 固定資産除売却損益（△は益） △8,696 △27,245

 売上債権の増減額（△は増加） 106,119 3,163

 棚卸資産の増減額（△は増加） △40,528 43,749

 仕入債務の増減額（△は減少） △49,795 △37,338

 新株予約権戻入益 △928 △1,107

 未払金の増減額（△は減少） △44,438 28,934

 未払消費税等の増減額（△は減少） △2,566 △18,206

 未収消費税等の増減額（△は増加） － △1,678

 その他 102,813 12,641

 小計 617,523 298,476

 利息及び配当金の受取額 40 26

 利息の支払額 △31,616 △33,329

 法人税等の還付額 16,854 7,215

 法人税等の支払額 △71,840 △96,972

 営業活動によるキャッシュ・フロー 530,961 175,415

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △27,000 △0

 定期預金の払戻による収入 36,000 －

 有形固定資産の取得による支出 △125,951 △85,265

 有形固定資産の売却による収入 20,479 36,323

 無形固定資産の取得による支出 △2,220 △10,918

 敷金及び保証金の差入による支出 △573 △76,857

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

※３  △286,549 －

 敷金及び保証金の返還による収入 － 170

 差入保証金の回収による収入 16,351 －

 保険積立金の解約による収入 51,772 －

 その他 △8 △10

 投資活動によるキャッシュ・フロー △317,699 △136,557
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自　2022年７月１日
　至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 50,000 －

 短期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000

 長期借入れによる収入 420,000 250,000

 長期借入金の返済による支出 △577,855 △502,166

 新株予約権の発行による収入 240 －

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 13,709 5,244

 リース債務の返済による支出 △88,036 △75,015

 割賦債務の返済による支出 △34,107 △27,920

 その他 △214 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー △266,263 △399,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,001 △360,999

現金及び現金同等物の期首残高 912,518 859,517

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  859,517 ※１  498,518
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　4社

連結子会社の名称

リファインバース株式会社

株式会社ジーエムエス

リファインマテリアル株式会社

株式会社コネクション

 
(2) 非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

 
２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 
４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等

当社及び連結子会社は、移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　棚卸資産

当社及び連結子会社は、総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定)を採用しております。

 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産(リース資産を除く)

主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　２～45年

機械装置及び運搬具　　　２～17年

工具、器具及び備品　　　２～10年

ロ　無形固定資産(リース資産を除く)

主として定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
(3) 重要な繰延資産の処理方法

イ　開業費

開業時から、５年間にわたり均等償却しております。
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(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。

受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上してお

ります。

 
(5) 重要な収益及び費用の計上基準

製品販売

主に使用済みカーペットタイルを当社独自技術により再生処理を行い合成樹脂製品の製造及び販売並びに製造

工程の最終段階で粉砕した繊維層を比重分離した繊維部分にて、生石灰等の無機物と一定割合で調合した製鉄製

鋼副資材の製造及び販売並びに使用済みの漁網やエアバッグの工場端材を加工したリサイクルナイロン製品の製

造及び販売を行っております。このような製品の販売については、製品を引渡した時点において顧客が当該製品

に対する支配を獲得することから履行義務が充足されると判断しており、当該製品をそれぞれ引渡した時点で収

益認識をしております。

なお、製品の国内販売において出荷時から当該製品の支払が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であ

る場合には、出荷時に収益を認識しております。

 
ライセンス販売

主に当社の知的財産に関するノウハウを基に、ライセンスやリサイクルプラントを販売することで収入が生じ

ております。顧客への引渡しまたは顧客が検収した時点で顧客が当該サービスに対する支配を獲得することから

履行義務が充足されると判断しており、当該時点で収益を認識しております。

 
コンサルティング業務

主に脱炭素やサーキュラーエコノミーの実現に向けた助言やノウハウの提供を行っております。コンサルティ

ング業務は、契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識

しております。ただし、履行義務の充足期間が短期間であるものについては、履行義務の充足が完了したと認め

られる一時点で収益を認識しております。

 
収集運搬及び中間処理

主に廃棄物を収集及び中間工場へ運搬する収集運搬業務並びに自社中間処理工場へ搬入された廃棄物を品目別

に適切に選別し、異物除去、破砕、圧縮等の処理を行う中間処理業務を行っております。運搬業務及び中間処理

業務については、当社が顧客から廃棄物を回収し中間処理工場への運搬及び中間処理を完了した時点で顧客が当

該サービスに対する支配を獲得することから履行義務が充足されると判断しており、当該時点で収益を認識して

おります。

 
解体工事

主にオフィス事務所等の解体工事を行っております。解体工事については、一定の期間にわたり履行義務が充

足されると判断しておりますが、工事期間が短期間であるため、解体工事が完了し顧客が検収した時点で収益を

認識しております。
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(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

 
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 
(重要な会計上の見積り)

(繰延税金資産)

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  (単位：千円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産 51,413 47,892

繰延税金負債 8,599 53
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範

囲を回収可能性があると判断し計上しております。具体的には、将来の一時差異解消スケジュール、タックスプ

ランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。

②　当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

課税所得の見積の基礎となる事業計画の主要な仮定は、過去の実績を基礎として、需要動向や新規顧客の開

拓、潜在的需要の掘り起こし等を加味した将来の一時差異解消スケジュール、タックスプランニングとなりま

す。

③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

当事業計画に含まれる将来の収益及び費用は一定の仮定に基づき予測をしており、不確実性を伴っておりま

す。そのため、実際の経済環境や損益の状況が一定の仮定と大きく乖離した場合には、翌連結会計年度の繰延税

金資産の回収可能性に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 
(固定資産の減損)

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

   (単位：千円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産  1,904,447 1,795,271

無形固定資産  15,092 12,027

投資その他の資産 (注１) 51,630 44,869

減損損失 (注２) 663,002 14,086
 

(注１) 敷金及び保証金のうち原状回復費用に充てられるため、回収が最終的に見込めないと認められる金額になりま

す。

(注２) 前連結会計年度は、のれん償却額439,699千円を含みます。

 
(2) 減損損失の内容

リサイクルナイロン製造関連資産の減損損失を計上しております。
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(3) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

固定資産は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各事業部を基本単位としてグルーピングし、遊

休資産については個別資産ごとにグルーピングしております。減損の兆候が識別された資産又は資産グループに

ついては、割引前将来キャッシュ・フローを見積り、その総額が帳簿価額を下回った場合には、減損の認識をし

ております。減損の測定にあたっては、使用価値又は正味売却価額のうち、どちらか高い金額を回収可能価額と

して使用し、これが帳簿価額を下回った部分について帳簿価額を減額し、減損損失を計上しております。

②　当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

割引前将来キャッシュ・フローや使用価値の見積りで使用する将来キャッシュ・フローは、当社グループにお

ける過去の実績を基礎として、需要動向や新規顧客の開拓、潜在的需要の掘り起こし等を加味した収益と費用で

見積っております。

③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

将来キャッシュ・フローに含まれる将来の収益及び費用は不確実性を伴っております。そのため、実際の経済

環境や損益の状況が一定の仮定と大きく乖離した場合には、翌連結会計年度に減損損失が発生する可能性があり

ます。

 
(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

会計システムの変更を契機に、より適切な債務管理の観点から「買掛金」及び「未払金」の区分を整理し、前連

結会計年度において「未払金」に表示していた67,087千円を「買掛金」として表示しております。
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(連結貸借対照表関係)

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2023年６月30日)

当連結会計年度
(2024年６月30日)

現金及び預金 13,437千円 13,438千円

建物及び構築物 691,232 640,527 

機械装置及び運搬具 149,780 91,144 

土地 520,100 520,100 

計 1,374,551 1,265,210 
 

 
担保付債務は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2023年６月30日)

当連結会計年度
(2024年６月30日)

１年内返済予定の長期借入金 220,028千円 201,572千円

長期借入金 1,085,828 980,800 

計 1,305,856 1,182,372 
 

 

※２　その他のうち、契約負債の金額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2023年６月30日)

当連結会計年度
(2024年６月30日)

契約負債 317千円 1,414千円
 

 

　３　当座借越契約

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。当連結

会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

　

 
前連結会計年度
(2023年６月30日)

当連結会計年度
(2024年６月30日)

当座貸越極度額 ―千円 100,000千円

借入実行残高 ― ― 

差引額 ― 100,000 
 

 

(連結損益計算書関係)

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) (1) 顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報」に記載しております。

 
※２　売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)

当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

13,224千円 2,909千円
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※３　期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

売上原価 30,023千円 30,310千円
 

 

※４　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

役員報酬 108,450千円 97,750千円

給与手当 348,267 360,171 

賞与 22,380 16,420 

貸倒引当金繰入額 4,223 5,767 

運搬費 136,481 130,250 

研究開発費 22,871 31,138 

地代家賃 38,216 30,594 

支払報酬 70,476 105,734 
 

 

※５　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

研究開発費 22,871千円 31,138千円
 

 

※６　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

機械装置及び運搬具 15,343千円 28,688千円

工具、器具及び備品 191 1,818 

計 15,534 30,507 
 

 

※７　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

機械装置及び運搬具 0千円 －千円

計 0 － 
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※８　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

建物及び附属設備 5,236千円 －千円

機械装置及び運搬具 74 3,059 

工具、器具及び備品 1,527 201 

リース資産 － 0 

ソフトウエア － 0 

計 6,838 3,261 
 

 

※９　減損損失の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類 金額

愛知県一宮市
リサイクルナイロン製造関
連事業用資産

建物及び構築物 23,894千円

機械装置及び運搬具 154,275千円

工具、器具及び備品 6,713千円

リース資産 25,853千円

千葉県八千代市 遊休資産

建物及び構築物 1,128千円

機械装置及び運搬具 11,409千円

工具、器具及び備品 28千円

東京都葛飾区 その他資産 のれん 439,699千円
 

 
(資産のグルーピングの方法)

固定資産は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各事業部を基本単位としてグルーピングし、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングしております。

 
(減損損失の認識に至った経緯)

遊休資産及び事業用資産のリサイクルナイロン製造関連資産について、収益性の低下、将来の回収見込みがない

と判断されたことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、当社連結子会社である株式会社コネクションに係るのれんにつきましては、「連結財務諸表における資本

連結手続に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第７号)第32項の規定に基づき、のれんを償

却しております。

 
(回収可能価額の算定方法)

遊休資産につきましては、収益性の低下による将来の回収見込みがないと個別に判断し、回収可能価額をゼロと

して評価しております。事業用資産のリサイクルナイロン製造関連につきましては、回収可能価額を使用価値によ

り測定しており、使用価値は主として将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスと判断されたことか

ら、回収可能価額をゼロとして評価しております。

 

EDINET提出書類

株式会社リファインバースグループ(E36478)

有価証券報告書

 75/119



 

(減損損失の内訳)

建物及び構築物 25,023千円

機械装置及び運搬具 165,685千円

工具、器具及び備品 6,742千円

リース資産 25,853千円

のれん 439,699千円(注)

計 663,002千円
 

(注)　「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第７

号)第32項の規定に基づき、のれん償却額として計上しております。

 
当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類 金額

愛知県一宮市
リサイクルナイロン製造関
連事業用資産

機械装置及び運搬具 6,369千円

工具、器具及び備品 1,468千円

ソフトウエア 6,247千円
 

 
(資産のグルーピングの方法)

固定資産は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各事業部を基本単位としてグルーピングし、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングしております。

 
(減損損失の認識に至った経緯)

事業用資産のリサイクルナイロン製造関連資産について、収益性の改善に努めておりますが、当連結会計年度末

においては、収益性の改善が実現しておらず、将来の回収見込みがないと判断されたことから、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

 
(回収可能価額の算定方法)

事業用資産のリサイクルナイロン製造関連につきましては、回収可能価額を使用価値により測定しており、使用

価値は主として将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスと判断されたことから、回収可能価額をゼロ

として評価しております。

 
(減損損失の内訳)

機械装置及び運搬具 6,369千円

工具、器具及び備品 1,468千円

ソフトウエア 6,247千円

計 14,086千円
 

 
(連結包括利益計算書関係)

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

該当事項はありません。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)

発行済株式     

普通株式(注)１ 3,312,821 25,400 － 3,338,221

合計 3,312,821 25,400 － 3,338,221

自己株式     

普通株式(注)２ 23 114 － 137

合計 23 114 － 137
 

(注) １．普通株式の発行済株式の株式数の増加25,400株は、新株予約権の行使に伴う新株発行によるものでありま

す。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加114株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 
２．新株予約権に関する事項

 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
(親会社)

第２回新株予約権
(ストック・オプションと
しての新株予約権)

－ － － － － 6,431

第４回新株予約権
(ストック・オプションと
しての新株予約権)

－ － － － － 21,152

第５回新株予約権
(ストック・オプションと
しての新株予約権)(注)

－ － － － － 6,581

第６回新株予約権
(ストック・オプションと
しての新株予約権)(注)

－ － － － － 10,316

合計 － － － － － 44,481
 

(注)　第５回及び第６回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 
３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)

発行済株式     

普通株式(注) 3,338,221 10,200 － 3,348,421

合計 3,338,221 10,200 － 3,348,421

自己株式     

普通株式 137 － － 137

合計 137 － － 137
 

(注)　普通株式の発行済株式の株式数の増加10,200株は、新株予約権の行使に伴う新株発行によるものであります。

 
２．新株予約権に関する事項

 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
(親会社)

第２回新株予約権
(ストック・オプションと
しての新株予約権)

－ － － － － 5,990

第４回新株予約権
(ストック・オプションと
しての新株予約権)

－ － － － － 20,352

第５回新株予約権
(ストック・オプションと
しての新株予約権)(注)

－ － － － － 15,036

第６回新株予約権
(ストック・オプションと
しての新株予約権)(注)

－ － － － － 23,303

合計 － － － － － 64,682
 

(注)　第５回及び第６回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 
３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

現金及び預金勘定 872,955千円 511,956千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△13,437 △13,438 

現金及び現金同等物 859,517 498,518 
 

 

２　重要な非資金取引の内容

新たに計上した割賦取引に係る資産及び債務の額、リース取引に係る資産及び債務の額

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

リース取引に係る資産及び
債務の額

52,598千円 42,411千円
 

 

※３　当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

株式の取得により新たに株式会社コネクションを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

 

流動資産 526,099千円

固定資産 926,398 

のれん 488,554 

流動負債 △356,642 

固定負債 △1,034,409 

新規取得した株式の取得価額 550,000 

新規連結子会社の現金及び現金同等物 △263,450 

子会社株式の取得による支出 286,549 
 

 
当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

(借主側)

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

主として、素材ビジネスにおける製造設備(機械装置及び運搬具)及び資源ビジネスにおける車両(機械装置及び運

搬具)であります。

 
②　リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法」に記載のとおりであります。

 
２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

 
前連結会計年度
(2023年６月30日)

当連結会計年度
(2024年６月30日)

１年内 14,283 14,283

１年超 179,734 165,450

合計 194,017 179,734
 

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行借

入による方針であります。また、多額の資金を要する設備投資などの案件については資金需要が発生した時点で市

場の状況等を勘案の上、銀行借入及び増資等の最適な方法により調達する方針であります。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼすべてが１年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達及び設備投資に係る一時的な資金調達であり、長期借

入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、

基本的にリスクの低い短期のものに限定しております。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、与信管理規程に従い外部の信用調査機関の活用等により顧客ごとに格付けを行い、与信枠を

設定するとともに顧客ごとの回収期日管理及び債権残高管理と合わせて顧客の財務状況の悪化などによる回収懸

念の早期把握等によるリスクの軽減を図っております。

②　市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

該当事項はありません。

③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、経理財務部が資金繰計画表に基づき、適時に更新することにより管理を行っております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。

 
２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2023年６月30日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 長期借入金(＊２) 2,686,054 2,785,514 99,460

(2) リース債務(＊３) 205,748 213,618 7,869

負債計 2,891,802 2,999,132 107,330
 

(＊１) 現金及び預金、受取手形、電子記録債権及び売掛金、支払手形及び買掛金、未払金、短期借入金について

は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を

省略しております。

(＊２) １年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。

(＊３) 流動負債に区分されるリース債務と固定負債に区分されるリース債務を合算して記載しております。

 
当連結会計年度(2024年６月30日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 長期借入金(＊２) 2,433,888 2,377,097 △56,790

(2) リース債務(＊３) 174,877 179,039 4,162

負債計 2,608,765 2,556,137 △52,628
 

(＊１) 現金及び預金、受取手形、電子記録債権及び売掛金、支払手形及び買掛金、未払金、短期借入金について

は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を

省略しております。

(＊２) １年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。

(＊３) 流動負債に区分されるリース債務と固定負債に区分されるリース債務を合算して記載しております。

 
(注)１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2023年６月30日)
 

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 872,955 － － －

受取手形 2,927 － － －

電子記録債権 8,545 － － －

売掛金 518,474 － － －

合計 1,402,902 － － －
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当連結会計年度(2024年６月30日)
 

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 511,956 － － －

受取手形 1,713 － － －

電子記録債権 14,994 － － －

売掛金 495,291 － － －

契約資産 14,784 － － －

合計 1,038,740 － － －
 

 
(注)２．短期借入金、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2023年６月30日)
 

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 100,000 － － － － －

長期借入金 481,980 413,560 374,296 306,706 251,946 857,566

リース債務 71,316 54,774 39,497 24,150 9,917 6,090

合計 653,296 468,334 413,793 330,856 261,863 863,656
 

 
当連結会計年度(2024年６月30日)

 

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 50,000 － － － － －

長期借入金 475,224 434,416 366,826 287,066 219,106 651,250

リース債務 65,613 52,410 32,680 14,736 5,704 3,732

合計 590,837 486,826 399,506 301,802 224,810 654,982
 

 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 
(2) 時価で連結貸借対照表上に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2023年６月30日)

 

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,785,514 － 2,785,514

リース債務 － 213,618 － 213,618
 

 
当連結会計年度(2024年６月30日)

 

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,377,097 － 2,377,097

リース債務 － 179,039 － 179,039
 

(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金、リース債務

これらの時価については、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引

を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しており

ます。

 
(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

売上原価 －千円 －千円

販売費及び一般管理費 21,678千円 21,442千円
 

 

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

新株予約権戻入益 928千円 1,107千円
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３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　１名
当社従業員　　　３名
子会社従業員　　57名

株式の種類別のストック・オプショ
ンの数(注)１

普通株式　100,000株 普通株式　12,600株

付与日(注)３ 2014年２月７日 2018年１月25日

権利確定条件 (注)２ (注)２

対象勤務期間 対象勤務期間は定めておりません。
自　2018年１月25日
至　2019年12月22日

権利行使期間
自　2021年７月１日
至　2024年２月７日

自　2021年７月１日
至　2027年12月22日

 

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　　　　11名
当社子会社従業員　87名

当社取締役　３名

株式の種類別のストック・オプショ
ンの数(注)１

普通株式　39,200株 普通株式　30,000株

付与日(注)３ 2021年１月25日 2022年10月３日

権利確定条件 (注)２ (注)２

対象勤務期間
自　2021年１月25日
至　2022年12月18日

自　2022年10月３日
至　2028年９月30日

権利行使期間
自　2022年12月19日
至　2027年12月18日

自　2028年10月１日
至　2032年10月２日

 

 

 第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　　　　13名
当社子会社取締役　２名
当社子会社従業員　35名

株式の種類別のストック・オプショ
ンの数(注)１

普通株式　25,800株

付与日(注)３ 2022年10月24日

権利確定条件 (注)２

対象勤務期間
自　2022年10月24日
至　2024年９月16日

権利行使期間
自　2024年９月17日
至　2028年９月16日

 

(注) １．株式数に換算して記載しております。

２．①　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」

という。)について「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生して

いないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社

が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②　本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも

のとする。

③　権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付され

る株式数は整数でなければならず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられな

いものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

３．株式会社リファインバースグループによるものであります。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2024年６月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 

 
第１回

新株予約権(注)
第２回

新株予約権
第４回

新株予約権

権利確定前 (株)    

前連結会計年度末  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 (株)    

前連結会計年度末  48,000 7,300 31,700

権利確定  － － －

権利行使  10,000 － 200

失効  38,000 500 1,000

未行使残  － 6,800 30,500
 

 
 

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

権利確定前 (株)   

前連結会計年度末  30,000 25,100

付与  － －

失効  － 800

権利確定  － －

未確定残  30,000 24,300

権利確定後 (株)   

前連結会計年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －
 

(注)　2017年４月１日付株式分割(１株につき２株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
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②　単価情報

 

 
第１回

新株予約権(注)
第２回

新株予約権
第４回

新株予約権

権利行使価格 (円) 500 3,415 1,221

行使時平均株価 (円) 1,099 － 1,543

付与日における公正な評価単価 (円) － 881 667
 

 
 

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

権利行使価格 (円) 2,000 2,075

行使時平均株価 (円) － －

付与日における公正な評価単価 (円) 1,699 1,096
 

(注)　2017年４月１日付株式分割(１株につき２株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。

 
４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。

 
５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 
６．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計

額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額

該当事項はありません。

 
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

5,990千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2023年６月30日)

 
当連結会計年度
(2024年６月30日)

繰延税金資産      

減損損失及び減価償却超過額 83,326千円  90,591千円

未払事業税 5,796  844 

資産除去債務 54,185  55,881 

税務上の繰越欠損金(注) 442,386  455,468 

その他 42,550  42,439 

繰延税金資産小計 628,245  645,224 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
(注)

△404,557  △411,484 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性
引当額

△142,903  △149,988 

評価性引当額小計 △547,460  △561,473 

繰延税金資産合計 80,784  83,751 

繰延税金負債      

資産除去債務に対応する除去費用 △36,392  △33,693 

その他 △1,577  △2,219 

繰延税金負債合計 △37,970  △35,913 

繰延税金資産の純額 42,814  47,838 
 

 

(注)　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度(2023年６月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

合計
(千円)

税務上の繰越
欠損金(※１)

－ － － 16,234 － 426,152 442,386

評価性引当額 － － － － － △404,557 △404,557

繰延税金資産 － － － 16,234 － 21,595
(※２)
37,829

 

(※１)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※２)　主に翌連結会計年度以降において課税所得が見込まれることなどにより、税務上の繰越欠損金の一部を

回収可能と判断しております。

 
当連結会計年度(2024年６月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

合計
(千円)

税務上の繰越
欠損金(※１)

－ － － 139,553 144,622 171,293 455,468

評価性引当額 － － － △95,569 △144,622 △171,293 △411,484

繰延税金資産 － － － 43,984 － －
(※２)
43,984

 

(※１)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※２)　主に翌連結会計年度以降において課税所得が見込まれることなどにより、税務上の繰越欠損金の一部を

回収可能と判断しております。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2023年６月30日)

 
当連結会計年度
(2024年６月30日)

法定実効税率 －％  30.6％

(調整)      

交際費等永久に損金に算入されない項目 －  8.5 

住民税均等割 －  14.2 

法人税額の特別控除 －  △0.0 

評価性引当額の増減額 －  △44.3 

株式報酬費用否認 －  33.8 

連結修正 －  3.9 

子会社税率差異 －  28.8 

その他 －  △0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 －  74.7 
 

 

※　前連結会計年度については税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

主にリファインバース イノベーションセンター用土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 
２．当該資産除去債務の金額の算定の方法

主にリファインバース イノベーションセンターにおける資産除去債務の算定に当たっては、使用見込期間を当該賃

貸借契約の期間に応じて20年と見積もり、割引率は0.592％を使用しております。

 
３．当該資産除去債務の総額の増減

 

 
前連結会計年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当連結会計年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

期首残高 155,735千円 156,653千円

時の経過による調整額 917千円 922千円

期末残高 156,653千円 157,575千円
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(収益認識関係)

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

    (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
素材ビジネス 資源ビジネス 計

売上高     

ＣＴＲ事業 961,564 － 961,564 961,564

高機能樹脂事業 479,330 － 479,330 479,330

収集運搬事業 － 2,811,334 2,811,334 2,811,334

工事事業 － 110,262 110,262 110,262

ソリューション事業 80,807 － 80,807 80,807

資源事業その他 － 28,707 28,707 28,707

顧客との契約から生じる収益 1,521,701 2,950,304 4,472,006 4,472,006

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 1,521,701 2,950,304 4,472,006 4,472,006
 

 
当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

    (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
素材ビジネス 資源ビジネス 計

売上高     

ＣＴＲ事業 938,051 － 938,051 938,051

高機能樹脂事業 316,210 － 316,210 316,210

収集運搬事業 － 2,415,192 2,415,192 2,415,192

工事事業 － 85,672 85,672 85,672

ソリューション事業 76,443 － 76,443 76,443

資源事業その他 － 21,067 21,067 21,067

顧客との契約から生じる収益 1,330,705 2,521,933 3,852,638 3,852,638

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 1,330,705 2,521,933 3,852,638 3,852,638
 

 
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(5) 重要な収益及び費用の計上

基準」に記載のとおりであります。

なお、各製品及びサービスにおける対価は履行義務を充足した時点から主として２か月以内に回収しており、重

要な金融要素は含まれておりません。
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(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

①　契約負債の残高等

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

・契約負債(期首残高) 4,444千円

・契約負債(期末残高) 317千円
 

契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含

まれております。

なお、当連結会計年度中に認識した収益のうち、期首現在の契約負債に含まれていたものは4,444千円でありま

す。

 
当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

・契約資産(期首残高) －千円

・契約資産(期末残高) 14,784千円

・契約負債(期首残高) 317千円

・契約負債(期末残高) 1,414千円
 

契約資産は主に、一定期間にわたり認識した収益に係る未請求の対価に関するものであります。契約負債は主

に、契約に基づく支払条件により顧客から受け取った前受金に関するものであり、連結貸借対照表上、流動負債

のその他に含まれております。

なお、当連結会計年度中に認識した収益のうち、期首現在の契約負債に含まれていたものは317千円でありま

す。

 
②　残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の簡便法を適用

し、残存履行義務に関する情報を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、サービス別に会社又は事業部を置き、各会社又は事業部が取り扱うサービス・製品について包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループでは、会社又は事業部を基礎としたサービス・製品別のセグメントから構成されてお

り、「素材ビジネス」及び「資源ビジネス」の２つを報告セグメントとしております。

「素材ビジネス」は、首都圏を中心に製品の原料となる使用済みカーペットタイルの処分受託を行っており、また

調達した使用済みカーペットタイルを切削又は、粉砕加工することにより生成された再生樹脂、自動車エアバッグの

製造工程から出る端材や使用済み漁網を裁断、洗浄、熱可塑化して押出加工することにより生成された再生樹脂等を

販売しております。「資源ビジネス」は、首都圏を中心に産業廃棄物の中間処理・再資源化事業及び収集運搬事業、

オフィス・マンションの解体工事業を行っております。

 
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。

 
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

    (単位：千円)

 

報告セグメント

合計

素材ビジネス 資源ビジネス 計

売上高     

外部顧客への売上高 1,521,701 2,950,304 4,472,006 4,472,006

セグメント間の内部売上高
又は振替高

68,727 1,815 70,543 70,543

計 1,590,429 2,952,120 4,542,549 4,542,549

セグメント利益 165,819 553,935 719,755 719,755

セグメント資産 1,626,386 2,389,901 4,016,288 4,016,288

その他の項目     

減価償却費 162,268 112,942 275,211 275,211

のれん償却額 － 488,554 488,554 488,554

減損損失 210,736 － 210,736 210,736

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

68,962 1,455,969 1,524,932 1,524,932
 

(注) １．「資源ビジネス」におけるのれん償却額には、特別損失に計上したのれん償却額439,699千円を含んでおり

ます。

２．当社グループは当連結会計年度において、株式会社コネクションを連結に含めており、有形固定資産及び無

形固定資産の増加額には、株式取得に伴い発生したのれんが含まれております。
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当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

    (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
素材ビジネス 資源ビジネス 計

売上高     

外部顧客への売上高 1,330,705 2,521,933 3,852,638 3,852,638

セグメント間の内部売上高
又は振替高

60,607 1,059 61,666 61,666

計 1,391,313 2,522,992 3,914,305 3,914,305

セグメント利益 122,220 486,779 608,999 608,999

セグメント資産 1,493,280 1,721,758 3,215,039 3,215,039

その他の項目     

減価償却費 116,372 97,640 214,013 214,013

減損損失 14,086 － 14,086 14,086

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

71,785 53,990 125,776 125,776
 

 
４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

  (単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,542,549 3,914,305

セグメント間取引消去 △70,543 △61,666

連結財務諸表の売上高 4,472,006 3,852,638
 

 
  (単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 719,755 608,999

全社費用(注) △516,246 △587,554

セグメント間消去 2,486 11,206

未実現利益の調整額 5,333 23

連結財務諸表の営業利益 211,329 32,675
 

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。
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  (単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,016,288 3,215,039

セグメント間の債権の相殺消去 △346,757 △31,330

全社資産(注) 114,954 182,209

未実現利益の調整額 △1,421 －

連結財務諸表の資産合計 3,783,063 3,365,918
 

(注)　全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

 
     (単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 275,211 214,013 13,492 10,382 288,703 224,395

のれん償却額 488,554 － － － 488,554 －

減損損失 210,736 14,086 12,566 － 223,303 14,086

有形固定資産
及び無形固定
資産の増加額

1,524,932 125,776 42,248 16,900 1,567,181 142,676

 

(注)　減損損失の調整額はセグメントに帰属しない遊休資産に係るものであり、有形固定資産及び無形固定資産の増

加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産の増加額及び未実現利益の調整額であります。

 
【関連情報】

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％に満たないため、主要な顧客

ごとの情報の記載を省略しております。
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当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％に満たないため、主要な顧客

ごとの情報の記載を省略しております。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

減損損失に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。な

お、のれんの未償却残高に関しては、該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

該当事項はありません。

 
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

 
(ウ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目 期末残高

役員 越智　晶 － － －

(被所有)

直接

9.48％

当社代表
取締役

新株予約権
の行使(注)

12,000 － －

 

(注)　新株予約権の行使は、2021年１月22日の株主総会決議に基づき付与されたストックオプションの当事業年度に

おける権利行使を記載しております。なお、取引金額は当事業年度におけるストックオプションの権利行使に

よる付与株式に払込金額を乗じた金額を記載しております。

 
当連結会計年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

該当事項はありません。

 
(エ)連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)

当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

１株当たり純資産額 16円54銭 19円57銭

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

△151円81銭 1円47銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

－ －
 

(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失金額であるため、記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

 
前連結会計年度

(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)

当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

  

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株
主に帰属する当期純損失(△)(千円)

△504,840 4,928

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当
期純損失(△)(千円)

△504,840 4,928

普通株式の期中平均株式数(株) 3,325,471 3,342,245

   

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要

－

第２回新株予約権
（新株予約権の数68個
（普通株式6,800株））
第４回新株予約権
（新株予約権の数305個
（普通株式30,500株））
第５回新株予約権
（新株予約権の数300個
（普通株式30,000株））
第６回新株予約権
（新株予約権の数243個
（普通株式24,300株））

 

 
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2023年６月30日)

当連結会計年度
(2024年６月30日)

純資産の部の合計額(千円) 99,702 130,209

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 44,481 64,682

(うち新株予約権(千円)) (44,481) (64,682)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 55,220 65,526

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

3,338,084 3,348,284
 

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 100,000 50,000 0.96 －

１年以内に返済予定の長期借入金 481,980 475,224 1.05 －

１年以内に返済予定のリース債務 71,316 65,613 7.89 －

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

2,204,074 1,958,664 1.05
2025年７月～
2039年10月

リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

134,431 109,264 8.55
2025年７月～
2031年１月

その他有利子負債
１年以内に返済予定の割賦未払金

 
27,920

 
10,551

 
－

 
－

割賦未払金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

 
10,551

 
－

 
－

 
－

合計 3,030,274 2,669,317 － －
 

(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年

間の返済予定額は以下のとおりであります。
 

 
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 434,416 366,826 287,066 219,106

リース債務 52,410 32,680 14,736 5,704

その他有利子負債
割賦未払金

－ － － －
 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産

除去債務明細表の記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (千円) 949,197 1,850,373 2,809,758 3,852,638

税金等調整前四半期(当期)純利益 (千円) 4,423 27,331 2,287 19,451

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は親会社
株主に帰属する四半期純損失(△)

(千円) 1,706 15,415 △16,616 4,928

１株当たり四半期(当期)純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

(円) 0.51 4.62 △4.97 1.47
 

 
(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) 0.51 4.11 △9.58 6.43
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2023年６月30日)
当事業年度

(2024年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 24,477 13,506

  関係会社売掛金 41,759 36,737

  原材料及び貯蔵品 19 18

  前払費用 9,782 10,254

  未収還付法人税等 － 1,838

  未収消費税等 － 1,678

  その他 ※  26,835 ※  30,639

  流動資産合計 102,874 94,674

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 14,493 14,493

   機械及び装置 105,759 120,192

   工具、器具及び備品 11,891 12,836

   減価償却累計額 △87,906 △97,850

   有形固定資産合計 44,237 49,671

  無形固定資産   

   ソフトウエア － 866

   無形固定資産合計 － 866

  投資その他の資産   

   関係会社株式 379,121 379,121

   敷金及び保証金 35,898 106,236

   出資金 110 110

   長期前払費用 2,933 －

   投資その他の資産合計 418,063 485,468

  固定資産合計 462,301 536,006

 資産合計 565,176 630,680
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2023年６月30日)
当事業年度

(2024年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  １年内返済予定の長期借入金 42,960 42,960

  関係会社短期借入金 491,232 300,000

  未払金 22,509 26,385

  関係会社未払金 182,626 2,269

  未払費用 12,579 15,214

  未払法人税等 8,015 －

  未払消費税等 16,221 －

  その他 4,724 12,298

  流動負債合計 780,869 399,128

 固定負債   

  長期借入金 214,080 171,120

  繰延税金負債 － 53

  固定負債合計 214,080 171,173

 負債合計 994,949 570,302

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 160,196 162,885

  資本剰余金   

   資本準備金 34,868 37,556

   資本剰余金合計 34,868 37,556

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △669,068 △204,495

   利益剰余金合計 △669,068 △204,495

  自己株式 △251 △251

  株主資本合計 △474,255 △4,304

 新株予約権 44,481 64,682

 純資産合計 △429,773 60,378

負債純資産合計 565,176 630,680
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自　2022年７月１日
　至　2023年６月30日)

当事業年度
(自　2023年７月１日
　至　2024年６月30日)

営業収入 ※１  479,894 ※１  400,567

営業費用 ※２  452,988 ※１,※２  529,827

営業利益又は営業損失（△） 26,905 △129,260

営業外収益   

 受取利息 0 1

 受取配当金 2 2

 関係会社受取配当金 ※１  994 ※１  600,660

 その他 ※１  98 453

 営業外収益合計 1,094 601,117

営業外費用   

 支払利息 5,706 4,613

 関係会社支払利息 ※１  4,460 ※１  3,111

 減価償却費 9,915 －

 その他 2 0

 営業外費用合計 20,084 7,725

経常利益 7,915 464,131

特別利益   

 新株予約権戻入益 928 1,107

 特別利益合計 928 1,107

特別損失   

 固定資産除却損 4,101 153

 減損損失 ※３  12,566 －

 関係会社株式評価損 ※４  558,465 －

 特別損失合計 575,134 153

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △566,290 465,086

法人税、住民税及び事業税 5,232 459

法人税等調整額 － 53

法人税等合計 5,232 513

当期純利益又は当期純損失（△） △571,523 464,573
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 152,875 27,546 27,546 △97,545 △97,545 △37 82,838 24,425 107,264

当期変動額          

新株の発行

（新株予約権の行使）
7,321 7,321 7,321  －  14,643 △934 13,709

当期純損失（△）   － △571,523 △571,523  △571,523  △571,523

自己株式の取得   －  － △214 △214  △214

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
  －  －  － 20,989 20,989

当期変動額合計 7,321 7,321 7,321 △571,523 △571,523 △214 △557,093 20,055 △537,038

当期末残高 160,196 34,868 34,868 △669,068 △669,068 △251 △474,255 44,481 △429,773
 

 

当事業年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 160,196 34,868 34,868 △669,068 △669,068 △251 △474,255 44,481 △429,773

当期変動額          

新株の発行

（新株予約権の行使）
2,688 2,688 2,688  －  5,377 △1,241 4,136

当期純利益   － 464,573 464,573  464,573  464,573

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
  －  －  － 21,442 21,442

当期変動額合計 2,688 2,688 2,688 464,573 464,573 － 469,951 20,201 490,152

当期末残高 162,885 37,556 37,556 △204,495 △204,495 △251 △4,304 64,682 60,378
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式　　　　　移動平均法による原価法

 
２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　   ７～17年

機械及び装置　　　　   ２～17年

工具、器具及び備品　　　２～８年

 
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

 
３．収益及び費用の計上基準

当社の収益は、子会社からの経営管理手数料、業務委託料及び受取配当金となります。経営管理手数料及び業務委

託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で

当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当

金の効力発生日をもって認識しております。

 
(重要な会計上の見積り)

(繰延税金資産)

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

  (単位：千円)

 前事業年度 当事業年度

繰延税金資産 － －

繰延税金負債 － 53
 

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範

囲を回収可能性があると判断し計上しております。具体的には、将来の一時差異解消スケジュール、タックスプ

ランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。

②　当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

課税所得の見積りの基礎となる事業計画の主要な仮定は、過去の実績を基礎とした将来の一時差異解消スケ

ジュール、タックスプランニングとなります。

③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

当事業計画に含まれる将来の収益及び費用は一定の仮定に基づき予測をしており、不確実性を伴っておりま

す。そのため、実際の経済環境や損益の状況が一定の仮定と大きく乖離した場合には、翌事業年度の繰延税金資

産の回収可能性に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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(固定資産の減損)

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

   (単位：千円)

 前事業年度 当事業年度

有形固定資産 44,237 49,671

無形固定資産 － 866

投資その他の資産 (注) 35,361 28,849

減損損失 12,566 －
 

(注)　敷金及び保証金のうち原状回復費用に充てられるため、回収が最終的に見込めないと認められる金額になりま

す。

 
(2) 減損損失の内容

前事業年度は、遊休資産の減損損失を計上しております。

当事業年度は、減損損失の計上はありません。

 
(3) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

固定資産は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各事業部を基本単位としてグルーピングし、遊

休資産については個別資産ごとにグルーピングしております。減損の兆候が識別された資産又は資産グループに

ついては、割引前将来キャッシュ・フローを見積り、その総額が帳簿価額を下回った場合には、減損の認識をし

ております。減損の測定にあたっては、使用価値又は正味売却価額のうち、どちらか高い金額を回収可能価額と

して使用し、これが帳簿価額を下回った部分について帳簿価額を減額し、減損損失を計上することとしておりま

す。

②　当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

割引前将来キャッシュ・フロ－や使用価値の見積りで使用する将来キャッシュ・フローは、各関係会社の事業

計画に含まれる売上高の予測で見積っております。

③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

将来キャッシュ・フローに含まれる将来の収益及び費用は一定の仮定に基づき予測しており、不確実性を伴っ

ております。そのため、実際の経済環境や損益の状況が一定の仮定と大きく乖離した場合には、翌事業年度に減

損損失が発生する可能性があります。

 
(関係会社株式の評価)

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

   (単位：千円)

 前事業年度 当事業年度

関係会社株式  379,121 379,121

関係会社株式評価損 558,465 －
 

 
(2) 関係会社の評価損の内容

前事業年度は、株式会社コネクションの株式について、実質価額まで減額し、558,465千円の関係会社株式評価損

を計上しております。

当事業年度は、関係会社株式評価損の計上はありません。
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(3) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

当社は、関係会社の株式等を保有することにより、投資先である関係会社の事業活動の管理を行っておりま

す。市場価格のない関係会社株式等は取得価額で貸借対照表に計上しており、関係会社の直近期末の財務数値及

び超過収益力を勘案した実質価額が取得原価に比べて著しく低下した場合には、関係会社の事業計画等に基づき

将来の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、実質価額まで減損処理しております。

②　当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

関係会社の事業計画等は、関係会社における過去の実績を基礎として、需要動向や新規顧客の開拓、潜在的需

要の掘り起こし等を加味した収益と費用に基づき見積もっております。

③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

関係会社の事業計画等に含まれる将来の収益及び費用は、一定の仮定に基づき予測しており、不確実性を伴っ

ております。そのため、実際の経済環境や損益の状況が一定の仮定と大きく乖離した場合には、翌事業年度に評

価損が発生する可能性があります。

 
(貸借対照表関係)

※　関係会社に対する債権及び債務

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2023年６月30日)
当事業年度

(2024年６月30日)

関係会社未収金 25,337千円 27,694千円
 

 
(損益計算書関係)

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

 
前事業年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当事業年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

営業収入 479,894千円 400,567千円

営業費用 － 359 

受取配当金 994 600,660 

受取賃貸料 63 － 

支払利息 4,460 3,111 
 

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度16.9％、当事業年度11.0％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度83.1％、当事業年度89.0％であります。

営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　2022年７月１日
至　2023年６月30日)

当事業年度
(自　2023年７月１日
至　2024年６月30日)

役員報酬 78,000千円 83,400千円

給与手当 113,637 121,817 

賞与 6,250 4,295 

減価償却費 3,673 4,850 

支払報酬 64,167 93,869 

研究開発費 5,013 22,561 
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※３　減損損失の内容は次のとおりであります。

前事業年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類 金額

千葉県八千代市 遊休資産

建物 1,128千円

機械及び装置 11,409千円

工具、器具及び備品 28千円
 

 

(資産のグルーピングの方法)

固定資産は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各事業部を基本単位としてグルーピングし、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングしております。

 
(減損損失の認識に至った経緯)

遊休資産について、収益性の低下、将来の回収見込みがないと判断されたことから、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

 
(回収可能価額の算定方法)

遊休資産につきましては、収益性の低下による将来の回収見込みがないと個別に判断し、回収可能価額をゼロと

して評価しております。

 
(減損損失の内訳)

建物 1,128千円

機械及び装置 11,409千円

工具、器具及び備品 28千円

計 12,566千円
 

 
当事業年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

該当事項はありません。

 
※４　関係会社株式評価損

前事業年度(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)

関係会社株式評価損558,465千円は、当社連結子会社である株式会社コネクションの株式に係る評価損でありま

す。

 
当事業年度(自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)

該当事項はありません。

 
(有価証券関係)

前事業年度(2023年６月30日)

子会社株式(貸借対照表計上額　関係会社株式379,121千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価

を記載しておりません。

 
当事業年度(2024年６月30日)

子会社株式(貸借対照表計上額　関係会社株式379,121千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価

を記載しておりません。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2023年６月30日)  
当事業年度

(2024年６月30日)

繰延税金資産      

減損損失及び減価償却超過額 8,975千円  9,889千円

関係会社株式評価損 171,002  171,002 

税務上の繰越欠損金 14,548  46,865 

その他 4,100  4,568 

繰延税金資産小計 198,626  232,325 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △14,548  △46,865 

将来減算一時差異等の合計に係る
評価性引当額

△184,078  △185,460 

評価性引当額小計 △198,626  △232,325 

繰延税金資産合計 －  － 

繰延税金負債      

その他 －  △53 

繰延税金負債合計 －  △53 

繰延税金負債の純額 －  △53 
 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
 

前事業年度
(2023年６月30日)

 
当事業年度

(2024年６月30日)

法定実効税率 －％  30.6％

(調整)      

交際費等永久に損金に算入されない項目 －  0.4 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 －  △39.5 

住民税均等割 －  0.1 

評価性引当額の増減額 －  7.2 

未払事業税 －  △0.2 

株式報酬費用 －  1.4 

新株予約権戻入益 －  △0.1 

その他 －  0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 －  0.1 
 

 

※　前事業年度については税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)３．収益及び費

用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

建物 14,493 － － 14,493 6,807 3,798 7,685

機械及び装置 105,759 14,433 － 120,192 83,807 4,904 36,385

工具、器具及び備品 11,891 1,467 522 12,836 7,235 1,559 5,600

有形固定資産計 132,144 15,900 522 147,522 97,850 10,262 49,671

無形固定資産        

ソフトウエア － 1,000 － 1,000 133 133 866

無形固定資産計 － 1,000 － 1,000 133 133 866
 

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置 ：リサイクルナイロンの製法及び管理手法の開発設備他 13,220千円
 

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年７月１日から翌年６月30日まで

定時株主総会 毎年９月

基準日 毎年６月30日

剰余金の配当の基準日
毎年12月31日
毎年６月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日
本経済新聞に掲載する方法により行う。なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載し
ており、そのアドレスは、次のとおりであります。
https://www.r-inverse.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない旨、

定款に定めております。

(1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第１項の規定により請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

(第２期)(自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)2023年９月29日関東財務局長に提出。

 
(2) 内部統制報告書

2023年９月29日関東財務局長に提出。

 
(3) 四半期報告書及び確認書

(第３期第１四半期)(自　2023年７月１日　至　2023年９月30日)2023年11月14日関東財務局長に提出。

(第３期第２四半期)(自　2023年10月１日　至　2023年12月31日)2024年２月14日関東財務局長に提出。

(第３期第３四半期)(自　2024年１月１日　至　2024年３月31日)2024年５月15日関東財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書

2023年９月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時

報告書であります。

2024年４月２日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書でありま

す。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2024年９月25日

株式会社リファインバースグループ

取締役会　御中

 
かなで監査法人

 

東京都中央区
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 白井　正  
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 髙村　藤貴  
 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社リファインバースグループの2023年７月１日から2024年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社リファインバースグループ及び連結子会社の2024年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
ソリューション事業の売上高の実在性と期間帰属

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】（収益認識関係）(1)顧客との契約から
生じる収益を分解した情報に記載の通り、売上高は、
CTR事業、高機能樹脂事業、収集運搬事業、工事事業、
ソリューション事業、資源事業その他に分類され、この
うちソリューション事業の当連結会計年度の売上高は
76,443千円である。
【注記事項】（連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項）4．会計方針に関する事項(5)重要な収益及
び費用の計上基準に記載のとおり、コンサルティング業
務は、契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務
を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識してい
る。ただし、履行義務の充足期間が短期間であるものに
ついては、履行義務の充足が完了したと認められる一時
点で収益を認識している。
ソリューション事業は主として、コンサルティング業

務で構成されており、契約ごとの内容や条件の個別性が
高く、提供される役務が無形である等の特徴がある。
このような特徴から、売上高の架空計上や前倒し計上

という潜在的なリスクが存在し、監査上の検討を慎重に
行う必要がある。
以上から、当監査法人は、ソリューション事業の売上

高の実在性と期間帰属について、監査上の主要な検討事
項に該当すると判断した。

当監査法人は、ソリューション事業の売上高の実在性
と期間帰属の適切性を確認するため、主に以下の手続を
実施した。
(1) 内部統制の評価

売上計上に関連する内部統制の整備状況及び運用状
況の有効性について、特に以下の内部統制に焦点を当
てて評価を実施した。
・契約が適切に締結され、取引が実在することを確か
める統制

・履行義務が充足され、売上計上の期間帰属の適切性
を確かめる統制

(2) 売上高の実在性と期間帰属の適切性の検討
実在性と期間帰属の適切性を確認するため、以下を

含む手続を実施した。
・売上高について過年度との比較分析や月次推移分析
を実施し、趨勢から乖離する売上計上等の異常の有
無を確認した。

・金額的重要性があり提供する役務の内容が通例的で
ない売上計上については、契約締結に到った経緯、
顧客に提供した役務の具体的な内容や時期等につい
て、経営者等に質問を行った。また、経営者等の回
答を裏付ける契約書、顧客に提出した資料、顧客と
のコミュニケーションの記録等の証憑を閲覧した。

・売上債権の入金状況を確認するとともに、滞留状況
を確認することで、実在性や期間帰属の妥当性が疑
われる売上計上の有無を確認した。

 

 
その他の事項

会社の2023年６月30日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前

任監査人は、当該連結財務諸表に対して2023年９月29日付けで無限定適正意見を表明している。

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社リファインバースグ

ループの2024年６月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社リファインバースグループが2024年６月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。
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＜報酬関連情報＞

当監査法人に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社

の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以　上

 
 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2024年９月25日

株式会社リファインバースグループ

取締役会　御中

 
かなで監査法人

 

東京都中央区
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 白井　正  
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 髙村　藤貴  
 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社リファインバースグループの2023年７月１日から2024年６月30日までの第３期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査

を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社リファインバースグループの2024年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

当事業年度の貸借対照表において、関係会社株式が
379,121千円計上されており、総資産の60%を占めてい
る。
注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されている

とおり、市場価格のない関係会社株式は直近期末の財務
数値及び超過収益力を勘案した実質価額が取得原価に比
べて著しく低下した場合には、将来の事業計画等に基づ
き将来の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる
場合を除いて、実質価額まで減損処理している。
会社は持株会社であることから、関係会社株式の金額

的重要性が高く、実質価額が著しく低下したことにより
減損処理が行われる場合、財務諸表全体に与える金額的
影響が大きくなる可能性がある。
また、関係会社間で投融資が行われているため、実質

価額の算定においては当該影響を考慮する必要がある。
以上から、当監査法人は、関係会社株式の評価に関す

る判断が特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該
当すると判断した。

当監査法人は、関係会社株式の評価に関する判断の妥
当性を検証するために、会社が構築した関連する内部統
制の整備・運用状況の有効性を評価した上で、会社の判
断に対して、主に以下の監査手続を実施した。
・「関係会社株式の実質価額が取得原価に比べて著しく
低下した場合で、将来の事業計画等に基づき将来の回
復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合」の
該当がない旨を確かめた。

・経営者等への質問により、財政状態が悪化している関
係会社の有無を検討した。

・関係会社株式の実質価額の算定基礎となる財務情報の
信頼性を検討した。

・関係会社間における投融資の影響を考慮した上での関
係会社株式の実質価額の再計算を実施した。

 

 
その他の事項

会社の2023年６月30日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人

は、当該財務諸表に対して2023年９月29日付けで無限定適正意見を表明している。

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 
 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社リファインバースグループ(E36478)

有価証券報告書

119/119


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
	２サステナビリティに関する考え方及び取組
	３事業等のリスク
	４経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②ライツプランの内容
	③その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４コーポレート・ガバナンスの状況等
	(1)コーポレート・ガバナンスの概要
	(2)役員の状況
	(3)監査の状況
	(4)役員の報酬等
	(5)株式の保有状況


	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書及び連結包括利益計算書
	連結損益計算書
	連結包括利益計算書

	③連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
	関連当事者情報

	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	資産除去債務明細表


	(2)その他

	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	注記事項

	④附属明細表
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表


	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

